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第1章 はじめに 

近年日本では、福祉サービスや地域福祉計画の策定に、当事者や住民の参画が

重要視されるようになってきた。介護保険事業計画の策定を規定した介護保険法

や、市町村地域福祉計画の策定を規定する社会福祉法では、住民参画の必要性が

明文化された。 

秋田県鷹巣町、鳥取県西伯町、愛知県高浜市、千葉県の取り組みに見られるよ

うに、自治体によっては、独自の手法で住民の参画を促し、介護保険事業計画や

地域福祉計画を策定しているところもある。しかしながら、その手法については

まだ試行錯誤のところが多い。 

これまで、イギリスのコミュニティ・ケアやアメリカ、ドイツ、フランスなど

の住民参画についての研究は行われてきた。一方、高福祉国として知られる北欧

諸国の住民参画についての研究はあまり行われてこなかった。しかし、北欧諸国

では 1970年代後半以降、様々な当事者の声を政策に反映させる仕組みがつくられ

てきた。 

 

筆者の留学したデンマークは、高福祉の国や地方分権が進んだ国としても知ら

れるが、政策決定過程への住民（利用者）参画が進んでいる国でもある。1970年

代半ば頃から、議会が社会政策を決定する際に、サービス利用者委員会

(forbrugerråd)など、当事者の声を聞くための委員会が設立され、公的な社会福

祉サービスの政策決定過程への住民（利用者）の参画が進められてきた。この流

れは特に 80年代後半以降加速され、政策決定過程への住民（利用者）参画は、制

度的にも確立してきた。現在では、公的な社会サービスの利用者は、サービスの

受け手ではなく、協働生産者として見なされるようになってきた（E. Sørensen 

2000 :24）。 

本稿で取り上げる高齢住民委員会(ældreråd)は、住民の政策決定過程への参画が

制度的に保障されたひとつの例で、高齢者の代表からなる委員会が、市の高齢者

福祉政策に提言したり、高齢者の意見を市議会や行政に取り次いだりする委員会

である。 

高齢住民委員会は、70 年代頃から、デンマークの各市で設立されるようになり、

その効果が評価されて、1995 年に法制化され、すべての自治体に義務づけられる

ことになった。 

 

デンマークの高齢住民委員会は日本でも紹介されているが、政策決定過程への

参画について詳しく分析したものはない。高齢住民委員会が、どのような法律の

もとに設立され、現在どのような方法で政策決定過程に参画しているのか、また、
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なぜ法制化されるに至ったのかについて調べることは、これからの日本の住民参

画を考えていく際の一助となるのではないかと考える。 

  

ここで本稿の構成を示す。まず 2 章で、日本の社会福祉領域における住民参画

の状況を踏まえ、問題意識を明らかにする。3 章で本研究の目的と研究方法につ

いて述べると共に、本稿で使う用語の定義を行う。4 章では、高齢住民委員会の

発展過程と密接な関係があるデンマークの地方分権とユーザー・デモクラシー（利

用者民主主義：brugerdemokrati）の歴史を述べる。5 章では、デンマークの全

体的な高齢住民委員会の発展過程及び、現在の姿についてみていく。6 章では具

体的な事例として、ロスキレ（Roskilde）市の高齢住民委員会をとりあげ、その

発展過程、現在の姿について述べる。7 章では、ロスキレ市で行ったインタビュ

ー調査の結果を用いて、高齢住民委員会と市議会、行政との関係や、政策決定過

程への参画の仕方、調査から見えてきた課題などについて述べる。8 章ではまず

voice・exit の理論を用いながら、高齢者福祉分野への住民参画の重要性を導く。

その後それまでに述べてきたことをもとに、住民参画が機能する条件について探

っていく。また、デンマークの地方分権とユーザー・デモクラシーの歴史と、高

齢住民委員会の歴史を共に眺めることにより、デンマークの住民参加に対する姿

勢や理念について考察し、9 章でまとめを述べる。 
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表 2-2 市民参加の３つの形態 

 

「運動」としての参加    生活防衛としての運動 

               制度の変革促進運動 

               生活環境の整備運動 

「参画」としての参加    誓願、陳情、請求等の方法による参画 

               審議会、公聴会などによる参画 

               福祉計画・都市改造計画への参画 

               民生委員など事業遂行課程への参画 

「活動」としての参加    生活拡充、コミュニティ形成活動 

               人格的交流、介護等対人活動 

               啓発的・提言的活動 

出典：岡本（1987：232） 

  

 

 

 

表 2-1 福祉への参加体系  

                    

法による制度的保障としての参加体系   行政による制度的参加 

                   専門従事者による実践的な参加 

  

ボランタリーな住民（市民）による参加体系  生活防衛・要求などの「運動」的参加 

                      行政施策への「参画」としての参加 

                      生活の充足と拡充のための「活動」としての参加 

 

出典：岡本 (1981：240) 

 

第2章 問題意識 

本章ではまず、1 節で、社会福祉領域における住民参加、住民参画の分類を述

べ、本稿で扱う参加と参画を定義する。その後、２節で日本における広義の住民

参加の歴史、社会福祉分野における住民参加と参画の歴史について述べ、問題意

識を明らかにする。３節では、高齢住民委員会の概要について述べる。 

 

2.1 社会福祉における住民参加の形態 

社会福祉の領域における住民参加の形態は、その目的や制度的な観点から様々

に分類されてきた。岡本栄一（1981）は、法制度による制度的保障としての参加

と、ボランタリーな住民による参加との２つの体系に分類している（表 2-1）。 

 

 

   

 

 

 

 

 

岡本(1987)は、ボランタリーな住民（市民）による参加を、「市民参加」と呼び、

連帯的思想を原理に、市民運動やボランティア活動など、社会が抱える課題解決

に向かってなされるものだとし、さらに細かく分類している（表 2-2）。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

岡本の分類によれば、「運動」としての参加とは、制度的・構造的原因の除去と

改革に向けてなされるものであり、当事者性・運動性を持っている。「参画」とし

ての参加は、制度化されている行政施策のワクの中で行われる制度協力的なもの
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である。そして「活動」としての参加は、行政サービスでは対応できない、より

個別的・対人的・連帯的な課題の解決のために行われるサービス活動を中心とす

るものである。 

  

この他の分類方法として中嶋充洋（1988）は、地域福祉への住民参加の目的に、

視点をあて、①自助的な活動への参加、②援助・サービス供給過程への参加、③

政策決定・計画立案への参加、④組織的圧力行動への参加、の４つに分類してい

る（表 2-3）。 

さらに、政策決定・計画立案への参加には、行政が行う政策決定・計画立案と、

社会福祉協議会など民間レベルで行う地域福祉計画作りがあるとしている。行政

が行う政策立案には、議員や行政職員として参加するほか、審議会の委員となる

方法がある。審議会に関しては、真に住民の声を反映したものではなく、形式的

なものも多いと指摘している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

福祉政策への住民参加といえば、福祉サービスの供給過程への参加について語

られることが多く、「参画」としての参加についての研究は、遅れてきた。 

本稿では、岡本の分類の「参画としての参加」にあたる部分、中嶋の分類の、

政策決定・計画立案への参加にあたる部分の住民参画について述べる。 

 

2.2 日本の住民参画と参加について 

 日本では、1960 年代から 70 年代にかけて、高度経済成長過程で起こった社会

表 2-3 目的別にみた住民参加の形態   

               地域を基盤として行われる住民の自主的な地域組織活動への参加 

  自助的な協働活動への参加  福祉サービスの利用者・対象者自身によっておこなわれる自助的・ 

組織的活動への参加 

 

                  福祉現場の従事者としての参加 

  援助・サービス供給活動への参加  制度に基づく、委託・任命を受けての参加 

                  福祉サービス供給の有償の担い手としての参加 

                  ボランティア活動への参加 

                 

政策立案や政策決定に参与する行政職としての参加 

  政策決定・計画立案への参加   審議会・政策にかかわる委員会の委員としての参加 

                 公聴会・行政との対話集会等への参加 

                 社協等がおこなう地域福祉計画策定への参加 

      

 

組織的圧力行動への参加   ソーシャル・アクションへの参加 

地域福祉運動への参加  
出典：中嶋（1988：214） 
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問題や生活問題に対する行政の責任追及型の住民運動が起こった。同時にその中

で、日常的に地域の運営に積極的に参加しようとする動きも住民の中に出てきた。

また、革新自治体と呼ばれた自治体の中には、政策の立案や執行過程に住民の参

画を積極的にすすめるところも出てきた（伊藤周平 1996、丸山定巳 1998）。 

しかし、すでに多くの指摘がなされてきたように、社会福祉の分野での住民参

加、特に福祉サービスの計画や決定過程への参画は十分に行われてこなかった（伊

藤 1996、京極高宣 2002、高橋儀平 1988）。政策の立案にあたっては各種の

審議会を設置したり、公聴会を開いたりする動きもあったが、社会福祉分野での

住民参加といえば、主にサービス供給活動への参加、ボランティア活動への参加

として語られることが多かった。 

 

1980 年代後半になると、家族に依存する福祉政策の限界が認識されるようにな

るとともに、これまであてにされてきた企業福祉の拡充も望めなくなった（伊藤 

1996：48）。しかし、臨調路線が全盛の時代であり、公的な福祉サービスの強化

策がとられることはなかった（大熊由紀子・朝日新聞論説委員室［1996］2001：

117）。その代わりに、ボランティア活動や住民参加型の福祉供給活動への期待が

高まった。 

 

こうして、1990 年代には「参加型福祉社会」論が提起された。例えば、1993

年 4 月に出された厚生省告示「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図

るための措置に関する基本的な指針」では、社会福祉に関する活動への国民の参

加を促進するための考え方が述べられている。ただし、ここでの参加は、「地域住

民による福祉援助活動やサービス供給活動への参加、もしくはボランティア活動

への参加という意味であり、利用者の側からの福祉サービス決定過程や供給過程

への参加という視点は欠落して」（伊藤 1996：51）いた。 

一方、丁度このころから、福祉計画策定過程への、福祉関係者、住民の参画の

重要性や必要性も認識されるようになってきた（秋元美世 1996：154）。十分で

はないといわれるが、1993 年の老人保健福祉計画に関する通知、1995 年の障害

者計画、児童育成計画それぞれに関する通知で、計画策定への住民参加が初めて

法制的に明記された（京極 2002：47）1。 

                                                   
1「老人保健福祉計画の作成について」 平成 5 年 2 月 22 日 各都道府県民生・

衛生主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人福祉計画・老人保健課長連名

通知 老計第 27 号・老健第 24 号 

「市町村の障害者計画策定に関する指針について」 平成 7 年 5 月 11 日 各都

道府県知事宛 内閣総理大臣官房内政審議会室長通知 総内第 77 号 

「児童育成計画策定指針について」 平成 7 年 6 月 27 日 各都道府県知事・
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 このように、住民参加の必要性・重要性は認識されるようになってきたが、多

くの市町村では、計画作りをコンサルタント会社に丸投げするなど、実際の住民

参画は遅れた状況であった。 

しかし、こうした状況の中、市町村老人保健福祉計画において住民参画を積極

的に図ろうとする自治体も現れ、市町村障害者福祉計画への当事者参画、市町村

介護保険事業計画への被保険者参画へと繋がり、社会福祉法での計画策定課程へ

の住民参画の義務化へと至った（川上富雄 2001：142）。 

 

介護保険法第 117 条５項では、「市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、

又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために

必要な措置を講ずるものとする」として、介護保険事業計画への住民参画が義務

化された2。2003 年の介護保険事業計画見直しの際にも、「計画策定に当たっては、

地域住民に対して介護保険制度の考え方について周知、啓発を行い、加えて地域

の給付状況や保険料の見込みに関する情報公開を進め、住民参加型の計画作りを

目指していくことが重要である」と、再度計画策定過程への住民参画の重要性が

強調されている3。 

さらに、2000 年の社会福祉法の改正に伴い、策定が規定され 2003 年４月から

施行された市町村地域福祉計画でも、計画策定への住民参画が強調されている。

社会福祉法第 107 条で、計画を「策定し、又は変更しようとするときは、あらか

じめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営するものその他社会福祉に関する

活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずると共に、その内容を

公表するものとする」と定められている。またその地域福祉計画の策定指針のあ

り方では、「ここでいう住民等は、地域福祉計画の策定について意見を述べるだけ

の存在ではない」と従来の形式的な住民参画に終わらないよう強調している。 

 

介護保険事業計画の策定では、秋田県鷹巣町の「介護保険事業計画をつくる会」、

鳥取県西伯町の 100 人委員会の取り組みなど、各地で住民が計画策定過程に積極

的に参画した計画作りも行われた。しかし、委員会を設置しなかったり、委員会

を設置しても、表面的な意見交換ですませてしまったり、住民代表の委員の発言

が無視されるなど形式的な住民参画に終わっているところも多くあった。 

市町村地域福祉計画や県の地域福祉支援計画についても、例えば、愛知県高浜

市や千葉県の健康福祉千葉方式の取り組みなどが知られているが、試行錯誤のと

                                                                                                                                           

各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知 児発第六三四号 
2介護保険法（平成 9 年 12 月 17 日 法律第 123 号） 
3全国介護保険担当課長会議資料 平成 14 年 6 月 4 日 
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ころが多いのが現状である。 

住民参画の必要性が認識され、法律でもその必要性が明記された現在、今後は、

実際にどのように住民参画をすすめていくかを考えていくことが必要である。実

際、地域福祉計画策定への住民参画の必要性やその方法については、様々な提言

がなされ、実践の報告もなされているところである。 

 

しかし日本では、福祉計画や福祉政策の決定過程への住民参画の歴史は浅い。

住民参加の度合いを表すものとして、米国の社会学者、S.R.アーンスタイン（S.R. 

Arnstein）が表した、市民参加の８つの梯子が有名である（図 2-1）。 

先進的な取り組みをしている自治体では、形式だけの参画から、パートナーシ

ップなどの住民の権利としての参加の段階に至っているところもある。しかし上

記で見たように、公募委員として委員会に参加するも、形式だけの参加に終わっ

ているところ、まだその段階に至っていないところも多い。 

 

 

 

図 2-1 S.R. Arnsteinの市民参加の梯子 

8.住民のコントロール 

Citizen control 

7.権限委譲 

Delegated power 

6.パートナーシップ 

Partnership 

5.懐柔 

Placation 

4.意見聴衆 

Consultation 

3.情報提供 

Informing 

2.セラピー 

Therapy 

1.世論操作 

Manipulation 

 

篠原一（1973：24）をもとに作成。 

日本語は、篠原（1973：24）と世古一穂（1999：52）をもとに訳している。 

 

住民の権利としての参加
Degrees of citizen power  

形式だけの参加 

Degrees of Tokenism 

参加不在 

Non Participation 

 

住民参画を進めるために、イギリスやフランス、アメリカなど、すでに住民参

画が進められている諸外国諸の理念や実践の研究、報告がなされてきた。ところ

が、高福祉国として知られ、福祉政策決定過程への住民参画の歴史も長いデンマ

ークの住民参画についてはあまり知られていない。４章で詳しく述べるが、デン

マークでは早くから政策決定過程への住民参画が進み、現在では、学校運営、通
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所保育施設などの一部の分野では、運営や予算配分などの一部に、住民からなる

委員会への権限委譲が行われている。住民からなる委員会と市議会などとのパー

トナーシップ、協働も盛んである。Arnstein の参加の梯子に当てはめれば、住民

の権利としての参加にあたる 6のパートナーシップ、7の権限委譲の段階にある。 

そこで本稿では、デンマークの事例を取り上げ、政策決定過程への住民参画、

特に高齢住民の参画について考察する。具体的には、デンマークの高齢住民委員

会を取り上げ、その歴史と現在の姿を探る中で、住民参画が機能する条件を探っ

ていく。このことは、日本の政策決定過程への住民参画を考える上での一助とな

ると考える。 

 

2.3 高齢住民委員会とは 

 ここで、高齢住民委員会の現在の姿について法律に基づいて概観しておく。 

 高齢住民委員会については、現在は、「社会行政領域における権利保障および行

政管理に関する法律（Lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område）」、第 30 条から 33 条で定められている（表 2-4 参照）。 

 法律によれば、高齢住民委員会とは「高齢者政策問題に関して市議会に助言を

し、高齢者に関わる地域政策問題に関して、住民の意見を市議会に伝える」（第

30 条 1 節）委員会である。市議会は、高齢者に関わる政策を決定する際には、高

齢住民委員会に意見聴取を行う義務を負う。高齢住民委員会は独立した行政機関

であり、それゆえ、行政法に定められる守秘義務などに従う（B.V. Eyben et al 

2001）。 

 高齢住民委員会は、最低 5 人の委員からなる。委員は直接選挙で選ばれ、選挙

権、被選挙権共に当該市に住む 60 歳以上の住民にある。市議会と高齢住民委員

会との協議で、60 歳以下の早期年金受給者4も選挙権・被選挙権を得ることがあ

る。  

 委員会の活動費は市議会が負担し、高齢住民委員会が望めば、事務局も市議会が

提供する。 

 

 

 

 

 

                                                   
4 早期年金とは、18 歳～66 歳で労働能力が低下している者に対して支払われる

年金の総称である（大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室 

1998：36）。 
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表 2-4 高齢住民委員会について規定した法律 

「社会行政領域における権利保障条約及び行政管理法」 

2003年 8月 25日制定 社会省所管法律第 697号 

 

高齢住民委員会 

第30条 市議会は高齢住民委員会を設置する。高齢住民委員会は高齢者政策問題に関して市

議会に助言をし、高齢者に関わる地域政策問題に関して、住民の意見を市議会に伝

える。 

第2節 市議会は高齢者に関わるすべての提案について高齢住民委員会の意見を聞か 

なければならない。 

第3節 市議会は複数の高齢住民委員会を設置するための基盤を作るか否かを決定す               

る。 

 

第31条 高齢住民委員会は最低 5 人の委員から構成される。委員は直接選挙で選ばれ、各委

員につき、1 名の代理人が選出される。高齢住民委員会の選挙に関して、候補者リ

ストは使用してはならず、選挙協定も結んではならない。 

第2節 市議会は高齢住民委員会の選挙が少なくとも 4年に 1度行われるようにし、高

齢住民委員会と協働して、選挙方法についての規則を制定しなければならない。 

 

第32条 市に定住し、60歳以上の人は高齢住民委員会への選挙権、被選挙権を持つ。 

第2節 市議会は高齢住民委員会との協議の後に、市に定住し、早期年金を受給し、60

歳以下の者も、高齢住民委員会への選挙権と被選挙権を持つように、決定する

ことができる。 

 

第33条 市議会は高齢住民委員会との協働により、高齢住民委員会の規約を定める。高齢住

民委員会は独自にその規則を定める。 

第2節 市議会は高齢住民委員会の活動費と、もし委員会が望めば事務局を提供する。 

 

筆者注：「社会行政領域における権利保障条約及び行政管理法」は 1997 年に制定されたもので

ある。幾度かの改訂の後、現在の法律になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

第3章 研究目的・方法 

3.1 研究目的  

本稿の目的は、デンマークの高齢住民委員会の政策決定過程への参画の形態を

明らかにすることにより、政策決定過程への住民参画を推進する条件を探ること

である。このため、デンマークの高齢住民委員会について、以下のことを明らか

にしていく。 

 

①発展過程 

高齢住民委員会は、1970 年代に各地の市で自発的に設置されるようになった。

1980 年代後半頃からその数は急増し、1995 年には設置が法律で義務づけられた。

なぜ法制化する必要があったのか、法制化は高齢住民委員会に何をもたらしたの

かについて探る。 

②政策決定過程への参画とその影響力について 

先にも見たように、法律によれば高齢住民委員会の役割は、高齢者に関わる政

策問題に関して市議会に助言をすることである。また、市議会は委員会に意見聴

取を行う義務がある。これらは、高齢住民委員会が市の高齢者福祉政策決定過程

への参画のひとつの形態だと考えられる。委員会は、実際どのような問題につい

て試問を受け、助言を行っているか、また意見聴取を受ける以外の参画の形には

どのようなものがあるかについても探っていく。  

日本の場合、「住民参画」と言っても、形だけ、言葉だけのものが多い、との批

判もある。高齢住民委員会の場合はどうなのか、その影響力についても調べ、考

察する。 

③市議会、行政との関係 

②の政策決定過程への参画にも関わるが、委員会が実際に、市議会や行政とど

のような関係を持っているのか、また、それぞれがそれぞれに対してどういった

認識を持っているかについて探る。 

④市の高齢者との関係 

 委員会の役割は、住民の意見を市議会に伝えることである。もし委員会が市の

高齢者の実態を知らなければ、その役割を果たすことは出来ない。それゆえ、市

の高齢者とどのような関係を持っているのかについて探る。 

 

3.2 研究方法 

 本研究では、デンマークの高齢住民委員会の全国的な姿と、事例としてロスキ

レ市の高齢住民委員会を取り上げる。双方共に文献調査及び、デンマーク語によ

る反構造化インタビューを用いて調査を行った（インタビュー項目は別冊を参照）。 
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 発展過程、政策決定過程への参画についてはデンマークの全国的な様子と、ロ

スキレ市の委員会を取り上げる。歴史と法制化については、高齢住民委員会の法

制化に深く関わっている高齢住民委員会全国連盟事務局の M. Lundsgaard（M.

ルンスゴー）氏に 2002 年 9 月と 10 月にインタビューを行った。また、法制化前

後の高齢住民委員会について把握するために、元社会大臣で元ネストゥヴェズ

(Næstved)市高齢住民委員会委員長、現ネストゥヴェズ市市議会議員の

B.R.Andersen（B.R.アナセン）氏に 2003 年 2 月にインタビューを行った。 

 高齢住民委員会の影響力、市議会や行政、高齢者との関係については、ロスキ

レ市の事例調査を行った。ここでは、地元新聞、市議会議事録、高齢住民委員会

が発行する冊子等による文献調査と関係者に対する反構造化インタビュー調査を

行った。インタビュー調査は 2002 年 6、7 月と 12 月、2、3 月に実施した。対象

者は、ロスキレ市高齢住民委員会委員 B. Lysgaard（B.ルスゴー）氏5、D. Krebs

（D.クレブス）氏、J. Thielsen（J. チェルセン）氏、K. Feld（K.フェル）氏、

S. Kamstrup（S.カムストロップ）氏、元高齢住民委員会委員 E.Petersen（E.ピ

ーターセン）氏、高齢住民委員会担当職員 D. Skovbjerg（D.スコービヤウ）氏、

市議会社会委員会委員長 C. Wickmann（C. ヴィックマン）氏、同副委員長 T. 

Jørgensen（T. ヨアンセン）氏、元市議会社会委員会委員長 T. Nielsen（T.ニル

セン）氏の合計 10 名である。 

 なお、聞き取り調査は全てデンマーク語で行っているが、本文中で聞き取り調

査から引用する際には、筆者が日本語に訳している。また、高齢住民委員会の法

律、ガイドラインも原文はデンマーク語であり、筆者が訳している。 

 

3.3 用語の定義 

 ここで、高齢住民委員会（ældreråd）と住民参画の定義について述べる。 

 

3.3.1 ældreråd の訳について 

高齢住民委員会（ældreråd）は、まだ日本語訳が定まっておらず、高齢者委員

会、高齢者住民委員会、高齢者評議会、高齢者審議会など様々な訳し方がされて

いるが、ここでは高齢住民委員会と表記する。 

”ældreråd” の英語訳は "Senior citizens' council6"、もしくは"Senior Citizens' 

                                                   
5 2004 年 1 月で委員を辞任。 

6 デンマーク社会省の訳による 

（ http://www.sm.dk/lovgivning/retskilder/Dokumenter/ENG_SocialAdministr

ation.htm, 2003.1.10） 

http://www.sm.dk/lovgivning/retskilder/Dokumenter/ENG_SocialAdministration.htm
http://www.sm.dk/lovgivning/retskilder/Dokumenter/ENG_SocialAdministration.htm
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Committee7"である。 

 

ældre も、英語の senior citizen も、直訳すると「高齢者」である。しかし「高

齢者委員会」ではなく、「住民」という言葉を補って「高齢住民委員会」としたの

は、地方議会などと区別して、より住民に近い、住民の代表からなる råd である

ことを表したいと考えたためである。「高齢者住民委員会」とも訳されるが、「高

齢者」のための「住民委員会」ととることも出来る。 

 

råd の訳に当たる Council は、各種機関の公式名称に用いる場合日本語では、

「評議会」、「審議会」や「協議会」などと訳される。Committee は「委員会」と

訳される（ジーニアス英和辞典 1993・新英和中辞典 1989）。これらの意味は

それぞれ次のようである。 

 

審議会；行政機関に付置され、特定の事項につき審査し評議する合議制の機関。  

    行政機関が政策立案などにつき、学識経験者や利害関係者の意見を反

映させるために設置する合議制の諮問機関。 

評議会；ある事項について評議するための、合議制の機関。 

協議会；複数の人が集まって、ある議題について相談するために開く会。 

委員会；委員による会議。特定の目的のもとに委員によって構成された意志決

定権を持つ合議制の機関。（日本国語大辞典 2001、広辞苑 1998） 

 

"ældreråd"が、市議会から出された政策に対して、高齢者福祉政策の利害関係

者（当事者）の高齢者の代表からなる委員会だということを考えると、このなか

では「審議会」が一番意味を表していると考えられる。しかし"ældreråd"の役割

はそれだけではない（後述参照）。また日本の「審議会」が行政側の指名で委員が

決まることが多いのに対し、"ældreråd"は、住民からの直接選挙で選ばれる（後

述）。そのため、「審議会」という用語を使うと、委員決定やそのイメージが混同

されると考える。 

「評議会」、「協議会」は、ある事項や議題について評議、相談するという意味

においては、"ældreråd"の役割を表しているが役割の一部だという感がある。こ

れに対し委員会は、「特定の目的のもとに委員によって構成された意志決定権を持

                                                   
7 高齢住民委員会全国連盟の訳による。全国連盟では、Senior Citizens' Council

とも Senior Citizens' Committee とも表記している。 

（http://www.aeldreraadssammenslutningen.dk/article.asp?articleid=294, 

2003.1.10）  

http://www.aeldreraadssammenslutningen.dk/article.asp?articleid=294
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つ合議制の機関」と幅広く解釈できる。そこで、本稿では、råd の訳として「委

員会」を用いる。 

委員は高齢者の代表からなることを考えると、「高齢者の住民代表委員会」と訳

すとわかりやすい。しかし、論文上、短く一単語で表す方が都合がよいと考えた。 

高齢者からなる、高齢者が選んだ高齢者のための委員会という意味を込めて、

本稿では「高齢住民委員会」とする。 

 

3.3.2 住民参画について 

ここまで明確な定義をしないまま、住民参加、住民参画、市民参加という言葉

を使ってきたが、本稿におけるそれらの定義を述べる。住民参加と呼ぶか市民参

加と呼ぶか、住民参画と呼ぶか市民参画と呼ぶか、これらは文献によって様々で

ある。 

広辞苑によれば、「住民」とは、その土地に住む人のことである。一方「市民」

には、①市の住民、都市人民という意味と、②広く、公共性の形成に自立的・自

発的に参加する人、という意味がある（新村 1998）。用語の使い分けに関して

は、例えば「「住民参加」の時代から「市民参加」へ」のように、市民参加を、住

民（市民）のより主体的な活動としてとらえているものもある（世古一穂 1999）。

また、新社会学辞典（1993：700）では、「市民という概念と対比されるときは、

都市に居住はしていなくても、主体性、権利の自覚、抵抗性、連帯性などの特質

が備わっていない人々という意味が込められている」としている。 

 

しかし、本稿では敢えて「住民」という言葉を使う。筆者自身が、市民参加と

いう言葉に違和感を覚えることがひとつの理由である。「市民」にはもちろん、市

町村の市だけではなく、広い意味も含まれる。しかし、「市民」にはまだどこか都

市の住民という意味合いを強く感じる。例えば私が住んでいる町で、住民参加で

まちづくりをすすめる際に、「市民参加のまちづくり」といってもどこかに違和感

を覚える。例えば、市民参加に関する条例について 16 市町村を比較したものが

ある8。ここでは、10 つの市、５つの町そして１つの村のものが比較されている。

条例名を見てみると、市が作っている条約は、1 市が「市民の声を活かす…」、と

している以外は、○○市市民参加条例や○○市市民参画推進条例などと、「市民参

加（参画）」という言葉を使っている。一方、町の条例では、「○○町民参加条例」

                                                   

8逗子市企画調整課 2003  

 http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kikaku/sanka/pdf/sankataihi.pdf, 

2003.12.29 
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としているのが 4 町、「住民参画まちづくり条例」としているところが 1 町ある。

また、村の条例名は、「村民参加条例」となっている。これは無作為に探したもの

であるが、町村では、市民参加よりも、町民参加や村民参加という言葉が使われ

るということを示している。 

そこで、本稿では、市、区、町、村すべてを含むそれぞれの地域に住む住民と

いう意味を込めて「住民」という言葉を用いる。 

 

広辞苑（1998）によれば、「参加」とは「①なかまになること。行事・会合な

どに加わること、②法律上の関係に当事者以外の者が関与すること」である。ま

た「住民参加」とは、「行政の運営において、住民の意見の反映が保障される政治

の仕組み」である。日本国語大辞典（2001）によれば、「住民が選挙権の行使と

いった形での政治参加にとどまらず自らの生活に関係する政策の形式・決定・執

行過程に加わること」である。 

一方「参画」とは、「政策の（立案）に加わること（広辞苑 1998）」、「政策・

事業などの計画に加わること（日本国語大辞典 2001）」である。「住民参画」と

いう単語は、まだ広辞苑、日本国語大辞典、新社会学辞典などには見あたらない。

しかし、一般的には使われるようになってきている9。そこで本稿では、政策決定

過程への参加の問題を扱う際には「住民参画」という言葉を、政策やサービスの

実行過程、供給過程への参加をいう場合には「住民参加」という言葉を用いる。 

 

                                                   
9 例えば、検索サイト google で、「住民参画」と検索した場合 10 万件がヒットし

た（2003.12.29）。 
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第4章 デンマークの地方分権とユーザー・デモクラシー 

 本章ではまず、デンマークの地方分権とユーザー・デモクラシーの流れについ

て述べる。これらと高齢住民委員会の発展過程は、密接に関係があると思われる

からである。 

 はじめに、でも述べたように、1970 年代後半以降、デンマークでは当事者の声

を政策に反映させる仕組みがつくられてきた。これは、ユーザー・デモクラシー

（利用者民主主義： brugerdemokrati ）やユーザー・インフルエンス

（brugerindflydelse）とも呼ばれる。高齢住民委員会は、ユーザー・インフルエ

ンスが制度化されたひとつの例である。このユーザー・デモクラシーの流れは、

1960 年代後半以降に行われてきた地方分権改革に密接に結びついている。  

 1960 年代以降デンマークには、大きくわけて 3 つの分権の流れがあった

（O.B.Clausen 2002）。1960~70 年代の第 1 の分権、1980 年代中頃以降の第 2 の

分権、1980 年代後半以降の第 3 の分権である。 

 

4.1 デンマークの地方分権とユーザー・デモクラシーの歴史的流れ 

4.1.1 第１の分権（国から県、市への分権） 

 第１の分権は 1960 年代から 70 年代に行われた。この分権では国から県、市へ

の包括的な責任、権力、業務、財源の委譲が行われた。 

 1970年までの住民に一番近い地方行政組織は、教区コムーネ（sognekommune）

と市（いち）コムーネ（købstadskommune）の 2 つのタイプに分けられていた

（図 4-1）。 

  

図 4-1 1970 年までのデンマークの行政組織（P. Bogason 1997:85 の記述より

作成） 

 

教区コムーネとは、地方の一番下に位置する行政組織であり、人口は 3000 人

         

    県 

国 

教区 

コムーネ 

教区 

コムーネ 

教区 

コムーネ 

市コムーネ 

市コムーネ 

市コムーネ 
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以下のところが多かった。教区コムーネがいくつか集まり県（amtskommune）

を形成し、教区で補いきれない道路、病院などの業務を行っていた。市コムーネ

とは都市部の行政組織であり、県には属していなかった。1960 年頃、25 の県の

中に約 1300 の教区コムーネが存在していた。一方市コムーネは 88 あった

（Bogason 1997）。 

 

1950 年代頃から、急激な人口増加や住民の行政サービスへの要求の変化などに

伴い、それまでの２つのコムーネの規模が不適切になった。教区コムーネはその

規模が小さく、増加する教育、社会、健康などの分野に対応できなくなってきて

いた。一方、市コムーネは、市によっては人口の急増に伴いその境界が広がって

いたが行政規模はそのままであるという問題、また別の市には、人口流出で、い

わゆる郊外への「税金の流出」という問題が起こった。これらのことから、地方

自治体改革が議論されるようになった。 

 

1958 年にはコムーネ法律委員会（kommunallovskommision）が設置され、地

方自治制度改革が議論されると共に、1960 年代には任意の教区コムーネの合併が

行われた。その結果、1960年代始めにあわせて 1380以上あった教区コムーネと、

市コムーネは、1960 年代後半には約 1100 になった。 

1967 年にはコムーネ改革委員会（Kommunalreformkommission）が設置され、

1849 年の憲法制定以来といわれる地方自治体改革が進められた。 

分割法（ Inddelingsloven）が制定され、①ひとつの町 (by)はひとつの市

（kommune）へ、②実行可能な大きさ。最低 5000 から 6000 人の人口、③教区

コムーネと市コムーネ双方の形態を合併する場合の平等の３つの原則のもと改革

が行われた。その結果、1970 年に大規模な地方自治体改革（Kommunalreformen）

が行われ、277の市10（kommune）と 14の県（amt）に分割された（Bogason 1997:86, 

S. Villadsen 2000: 155）。 

 

同時に、行政機関の業務は可能な限り住民に近いところで行われるように国、

県、市の業務改革も行われた。そのためこれ以降、県、市の業務は飛躍的に増え

た。特に市には、高齢者福祉サービスなどの社会福祉・保健領域に関する業務、

児童や学校教育、文化、環境など多くの業務や経済的な責任が移管し、各市は業

務の遂行に対して大きな政治的責任を負うこととなった（Kommunernes 

Landsforening 1999:5）。 

                                                   
10 後に 275 市となる。 
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社会福祉の分野では「社会福祉及び特定の保健行政事務の管理に関する法律

（Lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender）」が制定

され、従来国が所管していた多くの福祉及び保健に関する行政事務が市と県に移

管されることになった（田口繁夫 1998a：157）。 

 

4.1.2 第 2の分権（市の行政内部での分権） 

 1980 年代には、行政の専門化とそれに対する批判が起こった。その中で 1980

年代中頃以降、第 2 の分権が起こった。これは、行政システムの枠組みの中での

分権であり、2 つの形の行政的分権があった（Olsen 2002）。 

 ひとつは、市の行政機能の地方分散（administrativ lokalisering）である。市

の中央行政や中央施設が、地域をベースにした行政組織や施設へ分散されるよう

に な っ た 。 も う ひ と つ は 、 行 政 的 な 権 限 の 委 譲 （ administrativ 

kompetenceoverførsel）である。市行政から各施設、例えば保育所、への権限の

委譲が行われた。 

 この結果、分権された行政組織や施設は、地域社会においてかなり柔軟で、財

政基盤も強いものとなった。 

 

4.1.3 第 3 の分権（サービス利用者、地域住民への分権） 

1970 年代に出来たデンマークの統治モデルは、1980 年代になって様々な批判

を受けるようになった。また 1980 年代の地域社会の発展と共に、伝統的に公が

統治しサービスを提供していたものへの地域住民、地域の団体の影響力が高まっ

た。これらを受けて 1980 年代終わりには、施設からサービス利用者、地域住民

への分権という形で第 3 の分権が行われたのである。 

この分権の背景には、住民が、住民自身の住環境の形成へ積極的に参加するよ

うに促すこと、私的・任意と公的な資源を積極的に活用することによって地域の

問題を解決していくために、地域の能力を高めていくという考え方があった

（Olsen 2002）。 

これはユーザー・デモクラシーや、ユーザー・インフルエンスの考え方にも繋

がった。ユーザー・インフルエンスとは、住民が、当該サービスの利用者として、

公的な業務の解決に関わるという意味で使われる（Indenringsministeriet 1998）。

一般的には、ユーザー・インフルエンスには①利用者の公的サービスの自由選択、

②利用者調査、意見聴取などによる利用者の要望の伝達、③利用者委員会の 3 つ

の形態があるといわれる。 

 

1990 年代にはいると、利用者の市と県のサービス生産への参画が次第に大きな
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広がりを見せるようになった（T.S.Floris and O.Rieper 2000）。様々な法律改正

が行われ、行政権力の分散がすすめられた。この流れの中で出てきたのが利用者

委員会（brugerbestyrelserne）である（Kommunernes Landsforening 1999a:29, 

Bogason 1997）。利用者委員会は、特に社会、教育、文化の分野で広がり、サー

ビスができるだけ利用者のニーズや希望にそって提供されるようにという目的の

もと、様々な行政分野の利用者委員会が法制化された（Indenringsministeriet 

1998）。 

国の社会政策としても、利用者の参画を求めている。例えば、高齢住民委員会

について定めている「社会行政領域における権利保障および行政管理に関する法

律」第 4 条では、「住民は自身の問題に参加する可能性を持たねばならない。市

や県は、住民がこの可能性を行使できるように問題を取り扱わねばならない」と

されている。 

 

4.2 利用者委員会について 

 本稿のテーマである高齢住民委員会は、利用者委員会のひとつである。そこで、

デンマークの利用者委員会について概観する。現在、法律で定められている利用

者委員会には、以下のようなものがある。市のレベルでは、市の小中学校の学校

委員会（skolebestyrelser ved de kommunale folkeskoler）（1990）11、（1991）、

市の通所保育施設の保護者委員会（ forældrebestyrelser ved kommunale 

daginstitutioner） (1993)、市の個人託児所の保護者委員会（forældrebestyrelser 

ved den kommunale dagpleje）（1996）、高齢住民委員会（ældreråd）（1997）、

ホームヘルプに関する苦情委員会（klageråd vedrørende hjemmehjælp）（1997）、

介護付き住宅などの利用者・家族委員会 （bruger- og pårørenderåd）（2002）

などがある。県のレベルでは、県の高校・ＨＦ12課程の委員会（bestyrelser ved de 

amtskommunale gymnasieskoler og HF-kurser）（1991）などがある。この他に

も、法制化はされていないが、設置されている委員会、例えば社会サービス利用

者委員会（Det Sociale Forbrugerråd）、広範囲に渡る身体的、精神的ハンディキ

ャップを持つ人のための入居住宅入居者委員会（beboerråd på amtskommunale 

institutiner for personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap）など

である。 

このように、様々な利用者委員会があるが、これらと市議会との関係はどうな

っているのだろうか。例えば施設に設置されている利用者委員会の場合、市議会

                                                   
11 委員会名の後の（ ）内は法律が施行された年度。 
12 HF 課程とは、高等教育準備コースとも呼ばれ、主に成人を対象とする大学入

学資格取得のための準備学習コースのことである（田口 1998b：199）。 
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が全体的な目標（目的）とその枠組み、事業の経済的枠組みを決定し、利用者委

員会はその枠組みの中で、施設の運営について決定する（Kommunernes 

Landsforening 1999）。 

  

利用者委員会については、利用者の影響力に関する調査も行われている。1998

年に総務省(Indenringsministeriet)では、学校委員会、市の通所保育施設の保護

者委員会、県の高校委員会への調査が行われた。その結果は、以下のようであっ

た。 

 ①利用者委員会の存在を知っている住民は、利用者委員会を肯定的にとらえて

いる。②市長・施設長・利用者委員会委員長は、利用者委員会は、住民の民主的

な影響力と、住民との対話の政治的な可能性を向上させていると認識している。

学校委員会、市の通所保育施設の保護者委員会に関しては、委員会があることに

より、よりよい質とよりよい資源の利用ができていると認識している。③利用者

委員会は、主に、利用者の満足を得ているが、施設の効率的な運営や施設の資源

のニーズに対してはそれほど満足を得られていない。 

最近発表されたデンマークの民主主義に関する調査によれば、住民と権力との

距離は近くなり、デンマーク人の大多数が、現在のデンマークの民主的な政策決

定や行政に満足し、今までになく積極的に参画していると報告されている

（Politiken 2003.10.29）。 

 

4.3 ユーザー・デモクラシーの流れと当事者団体 

 以上、デンマークの地方分権の流れと、利用者参画、ユーザー・デモクラシー

の流れを見てきたが、もうひとつ、利用者参画の流れをすすめてきたものとして、

当事者団体の活動が挙げられる。 

 「同じ考えを持つ人が２人集まれば、新しい団体がひとつ生まれる」と言われ

るほどデンマーク人は組織作りが好きだと言われる（ブンゴード孝子 2000：22）。

高齢者福祉の分野にもこれはあてはまり、多くの高齢者団体がある。これらの団

体の中には、自ら交流活動などの場を設けたりするだけでなく、高齢者福祉政策

に積極的に関わる団体もあった。例えば、高齢者問題全国連盟（エルドラセイエ

ン：Ældre Sagen）は、高齢者のためのボランティア活動、高齢者への生活相談な

どをするほかに、団体として行政へ働きかけを行ったり、本稿で述べる高齢住民

委員会へメンバーが委員として参加したりするなどして、当事者の意見が高齢者

政策や行政に反映されるように積極的に働きかけている（大阪外国語大学デンマ

ーク・スウェーデン語研究室 1998、 ブンゴード 2000）。 
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 障碍者福祉13の分野でも、主として 75の障碍種別に組織された障碍者又はその

家族の団体が存在し、障碍者の生活と権利を守るために活発な活動を行っている

（スコウ・リセ 1998：82）。これらの団体は歴史的に、政府や地方行政に当事者

参画を積極的に働きかけている。また、全国レベル、地方レベルの委員会に、団

体からの代表が委員となって参加したりもしている。例えば、31の障碍者団体の

包 括 的 な 団 体 で あ る デ ン マ ー ク 障 碍 者 団 体 連 盟 （ De Samvirkende 

Invalideorganisationer）は、今日中央各省の障碍者問題に関する事実上の助言機関

としての役割も果たしている全国障碍者評議会（Centralt Handikapråd）や、各市

の社会サービス利用者委員会などに代表を送っている（スコウ 1998：82）。 

 

 

                                                   
13「しょうがいしゃ」を漢字で表すと、一般的には「障害者」と表記される。し

かし、この「障害」という漢字は、不適切だとの意見がある。障害の「害」は、

「障害物」「害虫」など、「邪魔なもの」「害になるもの」という意味が含まれる

ためである。そして、「害」の代わりに「碍」という漢字を用いて「障碍」と表

記されることも増えてきた。そこでここでは、「障害」ではなく「障碍」と表記

する。 
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第5章 高齢住民委員会の歴史 

 高齢住民委員会は 1997 年に全市での設置が法律で定められたが、それ以前は

任意で各地に設置されていた。最初に高齢住民委員会が設立されたのは、1967

年ヴェアルーセ（Værløse）市である（E. Hindsbo and M. Lundsgaard 1992:12）。

1970 年代に少数の市で任意に設置され始め、その後徐々に増えていった。1980

年代後半にその数は急激に増え、1990 年半ば頃には、275 あるデンマークの市の

７割以上に当たる約 200 の市で設置されていた（図 5-1）。そして 1997 年の法律

で 275 全市に設置されることになった14。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 高齢住民委員会設立の背景 

上記のように、高齢住民委員会は各地で広まってきたわけだが、ここでその背

景について探る。前項で述べた地方分権の流れの他に、以下のようなことが背景

としてあげられる。 

第 1 に、高齢者の側から、市に政策に対して意見をする、高齢者だけからなる

委員会が望まれたことである。デンマークでは、1975 年に社会省から、「各市は、

社会支援法に関係する問題について、市議会が意見を聴くことが出来る、様々な

消費者（利用者）の代表からなる、ひとつまたは複数のサービス利用者委員会

(forbrugerråd)を設立することが出来る」という回状が出された(Cirkulære om 

bistandslovens almindelige bestemmelser. 1975.8.15)。 

その後、国内の様々な団体からの後押しもあり、この回状に基づいて、サービ

ス利用者委員会を設置する市が増えた。この委員会には、高齢者の代表も委員と

して入っていたが、その他の社会問題も同時に話し合われるため、高齢者に関わ

                                                   
14 2003年１月にボーンホルム（Bornholm）県の 5市が合併し１市になったため、

現在デンマークの市の数は 271 である。市の合併に伴い、それまで 5 つあった高

齢住民委員会も統合されひとつになった。 

図5-1　高齢住民委員会を設置する市の数の推移
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る問題の議論が後回しにされる傾向にあった。また、他の世代の代表者の中には、

その分野の専門家も多く、高齢者の代表が意見を言うのが難しい状況でもあった

（Hindsbo and Marianne 1992:3）。そこで、高齢者の代表だけからなる委員会が

望まれた。 

 

第 2 の背景は、各団体の意見を協議して集約し、地域の高齢者の意見を代表す

る集まりが、高齢者団体の側からも、行政、市議会の側からも求められたことで

ある。前項でも述べたように、デンマークには多くの高齢者団体があり、各市に

も全国的な高齢者団体の支部や地域独自の団体があったが、各市の中の高齢者団

体の連携が不十分だった。また、これらの団体は、独自に、高齢者政策について

市議会や行政と話し合いを持ったり、要望を伝えたりしていたが、各団体と個別

に話し合いを持つのは、行政や市議会にとっては非効率であった。このため、団

体同士の連携をよくし、高齢者団体の意見を集約する場が求められたのである15。 

 

第 3 は、市の中にある小さな地域高齢者団体からの希望があったことである。

ひとつの団体だけでは規模が小さく力がない団体が、市議会や行政とコンタクト

を取り影響力を及ぼすことの出来る共同の組織を希望したのである（A. Bordum 

2002: 32）。 

 

更に、1980 年代後半から 90 年代半ばにかけて高齢住民委員会が急増した背景

としては以下の２点が挙げられる。 

第１は、平均寿命が長くなると共に、元気な高齢者が増え、自分自身の生活に

対して力や影響力を持ちたいという「新しい高齢者（nye ældre）」が増加したこ

とである。同時に、90 年代に入って起こった高齢者ケアの分野、高齢者の生活環

境の変化は、公的サービスへ影響力を持ちたいという高齢者のグループを作り出

した。このことは、1980 年代後半から 1990 年代の高齢住民委員会の急増に繋が

った。 

第 2 は、行政や市議会が、行政の組織改革などを行う際に、高齢者の意見を聞

く機関がほしいと考えたためである。また、高齢住民委員会を設立する自治体が

増えてきたことに触発され、委員会を設立したところもあった。 

 

以上が、高齢住民委員会が任意で設立されてきた背景である。高齢者自身、高

齢者団体、行政、市議会のそれぞれの要望によって設立されてきたことがわかる

                                                   
15 Lundagarrd 氏への聞き取り調査。2002 年 9 月 4 日におこなった。 
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（図 5-2）。 

 

5.2 役割 

1980 年以前に設置されていた高齢住民委員会が果たしていた（果たすように期

待されていた）役割は現在のものとは幾分違うものであった。その目的はとても

シンプルで、年金受給者(高齢者)と、社会委員会 (social udvalg)16との協働を形

作ることや、市と市に住む高齢者とのコンタクトを形成することであった。また、

高齢者ケアに関わる団体間の協働を目的としているところもあった。全体的に見

れば、具体的な高齢者政策よりも、年金受給者団体間の協働や、市の高齢者ケア

に関することの協働により重きを置いていた（Hindsbo and Landsgaard 1992）。 

その後、高齢住民委員会の役割は少しずつ変化し、市によってその目的や権限

も異なっていた。一般的な目的は、高齢者政策、市議会や行政との協働を形成す

ること、市内の高齢者団体の包括的組織として機能する、高齢者の利益の保護、

高齢者向けの活動を行うことの５つに大別できた（Hindsbo and Lundsgaard 

1992: 14）。 

権限は、3 つに大別できた（Hindsbo and Lundsgaard 1992: 14）。第 1 は高齢

者の状況に関わることについての市議会に対する発言権と提案権である。市議会

は、それに対して返答しなければならなかった。第 2 は、意見聴取を受ける権利

とそれに対して発言する権利である。第 3 目は、委任事項に対する決定権である。

例えば、年金受給者向け冊子の発行や年金受給者の旅行、様々な形態のケアワー

クに責任を負っていた。 

発言権と提案権についてはその権限を有している市は多かったが、意見聴取を

受ける権利や、委任事項に対する決定権を持っているところは少なかった。1991

                                                   
16 市議会内の常設委員会のひとつ。主に、社会福祉分野のことに従事する。 
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年に行われた調査17によると、質問に答えた 113 の高齢住民委員会のうち、111

が発言権と提案権を有していた。一方意見聴取を受ける権利を有しているのは

110 のうち 66 の委員会、委任事項に対する決定権に関しては 114 のうち 40 の委

員会であった。 

このように、委員会の目的や権限は市によって様々であったが、全体的に法制

化前の委員会は、市議会や市と市に住む高齢者、高齢者ケアに関わる団体との間

の連携を図ることが主な役割であり、政策決定に参加することは相対的に少なか

った。 

 

5.3 法制化の目的 

 上述のように、高齢住民委員会は自発的に各地で設立されてきたが、1997 年か

らは法律により設置が義務づけられると共に、権限や役割などが定められた。こ

こでは、法制化に至った目的について述べる。 

 法制化の目的は大きくは３つある18。 

 第１は、全市に高齢住民委員会を設置することであった。委員会はそれまで任

意で各市で設置されてきたたが、委員会の設置の決定権は市議会にあった。その

ため、高齢者が委員会の設置を望んでも市議会などの反対で設置されなかった市

もあった。一方、すでに委員会が設置されている市の多くでは、委員会によって

良い結果がもたらされていた19。そこで、法律によって全市に高齢住民委員会の

設置を義務づけることにしたのである。 

第 2 は高齢住民委員会の委員選出に直接選挙を導入することであった。これま

で委員の選出方法も市によって様々で、①地域の年金受給者協会や団体が指名や

選挙で決定する組織・協会モデル、②様々な協会、施設または団体、利用者委員

会や地区高齢住民委員会から選ばれたり指名されたりした参加者からなる協議会

が、委員を指名する協議会モデル、そして③直接選挙モデルの 3 つがあった。こ

の中では組織・協会モデルが最も一般的で、94 年の調査では、全体の 50％を占

めていた。直接選挙の形態を取っているところは約 25％、組織・協会モデルと直

接選挙を組み合わせているところは 15％であった（Hindsbro, 1998）。 

組織・協会モデルの場合、高齢者団体に所属していなければ選出権も被選出権

                                                   
17 ケア団体連合協議会（Omsorgsorganisationernes samråd）という高齢者に対

するケアの促進、高齢者の活動支援などを行っている団体によって、1991 年に

行われた高齢住民委員会に関するアンケート調査による。デンマーク全市を対

象に郵送で行われ、275 市のうち 256 市（約 93％）から回答があった。 
18 Lundagarrd氏への聞き取り調査。2002年 9月 4日と 10月 3日におこなった。 
19 社会支援に関する法律、社会年金法の変更に関する国会提案（高齢住民委員会

とホームヘルプ分野に関する苦情委員会の導入）。1995 年 10 月 25 日。 
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もなく、高齢住民委員会がどうあるべきかを決めるのは、地域の高齢者ではなく

高齢者団体だという問題があった。そこで、より民主的に高齢住民委員会の委員

を選出するために、直接選挙が導入された。 

 

高齢住民委員会の法制化を進めた K. Jespersen（K.イェスパーセン）元社会大

臣（1996:17）は、以下のように述べている。 

「直接選挙を導入した背景は、幅広いユーザー・インフルエンスを確保するこ

とである。個々の高齢者は、年金受給者協会やその他の団体の代表に投票するの

を強要されるのではなく、自分の好む候補者に投票する機会を得られる。」 

第 3 の理由は、高齢住民委員会の役割、権限、市議会との関係を法律で明文化

し、高齢住民委員会の機能を促進すること、つまり高齢住民委員会が政策決定プ

ロセスに参加できるようにすることであった。K. Jespersen 元社会大臣

（1996:15）は、法律の背景にあった考え方について以下のように述べている。  

「法律の背景にある考え方は、高齢者ケアに関する取り決めは、高齢者のニ

ーズを出発点としなければならない、そして高齢者は自分たちの状況に影響

力を持たなければならないという、高齢者政策の目的のなかの重要な部分で

あった。」 

 

上記で見たように、法制化以前の高齢住民委員会の目的や権限は様々であり、

実際に政策決定に参画しているところは少なかった。そこで、法律によって権限

や目的を明確にし、政策決定過程への参加を促進しようとしたのである。

Jespersen 元社会大臣（1996:15）は、「多くの市が以前から任意で高齢住民委員

会を設置していたが、決定プロセスに高齢者を巻きこむかどうかには、大きな違

いがあった。法律は、これらの協働形態が広がり発展し、その結果、市において

高齢者と市との密接な協働が伝統的なものとなるように援助しなければならな

い」とも述べている。 

 

国会では、その設置の有無は各市に任せるべきであるという意見や、委員の選

挙権、被選挙権の年齢を 60 歳以上とすることに対する反対や高齢住民委員会の

法制化は、他の世代の委員会の法制化を促し、階層化を生むのではないかとの意

見も提出された。しかし高齢住民委員会の存在そのものを否定する議論はほとん

ど無かった。 

また、全国的に大きな高齢者団体の中には、各市に支部があり、市の高齢者政

策に対しても意見を述べたりしているので、これ以上、他の助言機関はいらない

と主張する団体もあったという。また、委員の選出に直接選挙を導入することに
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は多くの高齢者団体が反対していた。それまで委員の選出を上記の組織・協会モ

デルや協議会モデルで行っていたところでは、団体に割り当てられていた議席が

なくなると考えられたためである20。 

このように法制化への反対もあったが、高齢住民委員会の法律は 1995 年 12 月

国会を通過した(Folketinget. 1995. L37. 1.behændling 31 October 1995)。 

 

法制化で直接選挙が導入されたが、候補者リストによる投票は認められていた。

つまり、各高齢者団体が、候補者の名前を書いたリストをつくり、そこに投票す

るという方法が採られていた。しかし、団体に関係なく委員に立候補できるよう

にと、2001 年候補者リストによる投票は法律で禁止された。 

 

5.4 現在の姿 

 ここでは、現在の高齢住民委員会の役割や、委員構成、一般的にどのような分

野について意見聴取をされているのかなどについて、デンマークで行われた調査

をもとに概観する（高齢住民委員会の役割などについて詳しく書かれた法律ガイ

ドラインは巻末別冊 1「高齢住民委員会の法律のガイドライン」参照）。 

 

5.4.1 役割 

 役割は、先に載せた法律にもあるように、「高齢者政策問題に関して市議会に助

言をし、高齢者に関わる地域政策問題に関して、住民の意見を市議会に伝える」

ことである。市議会は、高齢者に関わる問題に対してはすべて高齢住民委員会に

意見聴取をしなければならない。ただし、高齢住民委員会は、個人的な問題を取

り扱ってはならないとされている。  

また、高齢住民委員会の法律のガイドラインによれば、高齢住民委員会の目的

は、高齢住民委員会は、当該市に住む高齢者の参画（発言権）と共同責任とを高

めること、高齢者と市議会との間の対話と協働の拡大である（Socialministeriet 

1988）。ガイドラインでは、市内の高齢者と様々な機会を設けてコンタクトを取

らなければならないとされている。  

 

5.4.2 高齢住民委員会の構成員 

現在全国的には、高齢住民委員会委員の男女比は、男性約 6 対女性 4 である。

委員の年齢は 66～70 歳が最も多く、次に 71～75 歳、61～65 歳となっている（図 

5-3）。 

                                                   
20 Lundsgaard 氏への聞き取り調査。2002 年 10 月 3 日。 
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図5-3　高齢住民委員会委員の年齢別数
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5.4.3 市議会からの意見聴取 

2 章でみたように、市議会は、高齢者に関する全ての提案に関して高齢住民委

員会に意見聴取を行わなければならない。また、意見聴取は市議会が案件に対し

て最終結論を出すまでに、時間的余裕を持って行われなければならないとされて

いる。では、実際にどのようなことについて意見聴取がされているのだろうか。 

 表 5-1 は、1997 年から 1998 年にかけて、全市の高齢住民委員会を対象に行わ

れた調査結果である21。表 5-2 は 2000 年終わりから 2001 年初めに行われた調査

結果である22。 

 

表 5-1 高齢住民委員会が意見聴取を受ける分野 （単位％） 

 

頻度 

分野 

よく・ 

しばしば受ける 

滅多に受けない 

まったく受けな

い 

それに関する 

経験がない※ 

高齢住民委員

会 

の数 

ホームヘルプ 83 12 5 195 

介護住宅 82 7 11 188 

高齢者住宅 81 8 11 191 

予防的家庭訪問 81 10 9 191 

食事サービス 81 9 10 187 

市の予算 80 13 7 189 

高齢者センター 76 9 15 173 

市の建設計画 64 20 16 178 

公共交通 49 29 22 167 

文化と余暇 36 37 26 161 

                                                   
21 1997 年から 1998 年にかけて、ケア団体連合協議会によって全市の齢者住民委

員会を対象に行われた調査。郵送で行われ、275 市のうち 211 市（約 77％）か

ら回答があった（Hindsbo, E 1998）。 
22 高齢者フォーラム（ÆldreForum）という、1996 年に政府によって設立され

たデンマークにおける高齢者に関わる全ての分野に関して、高齢者の環境を監

視し、評価する機関によって、2000年終わりから 2001年初めに行われた調査。

155 市の高齢住民委員会に対して行われた調査（ÆldreForum 2003）。 

出典：Sammenslutningen af ældreråd i Danmark 2003:7 
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市の環境 30 34 36 148 

高齢の在住外国

人 

9 39 52 151 

出典：Hindsbo 1998：14 

※現在の高齢住民委員会になってからそのことについて市議会で話し合われていない。 

 

表 5-2 高齢住民委員会が意見聴取を受ける分野とその頻度 （単位％） 

          頻度 

項目       

いつも受

ける 

たいてい受

ける 

まったく受

けない 

高齢住民委員

会の数 

市の予算 84 10 5 152 

高齢者分野の目標設定 80 13 7 147 

介護付き住宅、高齢者センターの建築 78 17 5 149 

質の基準作り／承認 73 13 14 146 

高齢者向け情報誌の発行 64 22 14 151 

高齢者センターの建物や組織 64 17 19 146 

高齢者分野の社会的資源の優先順位 52 32 16 147 

食事サービス 51 22 27 147 

高齢者センターのアクティビティー

活動 

36 28 36 146 

市の都市環境（交通、道路、都市計画） 35 43 22 150 

公共交通 33 34 34 143 

予防的家庭訪問 33 25 41 150 

ホームヘルプ 25 26 49 141 

高齢者分野の職員配置 21 32 27 149 

文化と余暇 15 41 44 149 

 

出典：ÆldreForum 2003:40 

 

これらふたつの調査結果が異なるのは、回収数の違いや、調査が行われた 1998

年と 2002 年で、同じ市でも、高齢住民委員会の選挙で委員が替わったところで

はそれまでの経験などで差が出たためと考える。表 1 では、ホームヘルプサービ

スや、高齢者向け住宅、配食サービスなど具体的な物事についての意見聴取が多

いことが分かる。表 2 では、同じく高齢者向け住宅などの具体的な物事に加え、

高齢者分野の目標設定や、サービスの質の基準作り、高齢者センターの建物や組

織など、高齢者政策全体に関わることについても意見聴取されていることが分か

る。どちらの結果でも、福祉政策に関わることについては比較的多く意見聴取が

行われている。一方、公共交通や、文化、余暇などの分野については意見聴取を

受けることが少なくなっている。 

 意見聴取を受ける権利に関しては、はじめなかなか市議会に受け入れられない

ところも多かった。ネストヴェズ（Næstved）市でも、法制化して間もない頃、

市議会は高齢住民委員会に対して意見聴取を行っていなかった。そこで、ネスト

ヴェズ市の高齢住民委員会は、県に設置されている監督評議会（tilsynsråd）と
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いう、市を監督する機関に訴えたという。その結果、監督評議会で、意見聴取が

行われないことは不正であるとの結論が下された23。当時、意見聴取がしっかり

行われていないところが多かったため、ネストヴェズ市の高齢住民委員会はその

結果を全国の高齢住民委員会に配布し、意見聴取の権利があることを伝えたとい

う。 

 

5.4.4 高齢住民委員会の選挙 

 委員は直接選挙で選ばれることになっているが、投票形態は各市で決められる。

主に、郵送による投票、投票所に出向いて行う投票、両者を組み合わせた投票の

形態がある。以前は集会を開いてそこで委員の選挙が行われているところもあっ

たが、投票率が低くなることなどもあり、現在集会による投票を採用している市

は非常に少ない(Hindsbo 1998:9、Sammenslutningen af ældreråd i Danmark 

2003:11) 。投票率は、前回行われた選挙の平均は 48％であったが、一番最近に

行われた選挙の投票率は 52%とわずかでながらのびている。しかし、選挙の候補

者数が十分でないという問題を抱える市も 40%以上あった。 

 

5.5 現在の課題 

 高齢住民委員会の現在の課題は大きくは 4 つある。第 1 は、投票率をあげるこ

とである（この点については 7 章でさらに述べる）。 

第 2 は、高齢住民委員会の関わる事柄は高齢者に関わること全般だということ

を知らせることである。上記の、高齢住民委員会が意見聴取を受ける分野の表か

らも分かるように、社会福祉に関わること以外の事柄で意見聴取を受けることが

少ない。高齢住民委員会全国連盟事務局の、Lundsgaard 氏は、現在の高齢住民

委員会の法律が、社会省管轄の法律であることが問題だという24。つまり、高齢

住民委員会は高齢者に関わる全てのことについて市議会から意見聴取を受けるこ

とになっているが、社会省管轄の法律によって高齢住民委員会が定められている

ことによって、社会福祉領域以外のことについて、意見聴取をしなければいけな

いことが忘れられてしまうのだという。 

第 3 は、高齢住民委員会委員への教育が少ないことである。市議会と議論した

り、高齢住民委員会の委員としての役割を果たすためには、市の高齢者の状況を

把握し、高齢者や福祉政策についての知識も必要である。 

第 4 は、適度な予算をつけることである。法律では、高齢住民委員会への予算

が決まっていないため、予算は市によって異なっている。上記の教育の問題にも

                                                   
23 Andersen 氏への聞き取り調査。2003 年 2 月 27 日。 
24 Lundsgaard 氏への聞き取り調査。2002 年 10 月 3 日。 
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関わるが、予算が少ないために、自ら講習会に出かけたり、講師を呼んで、市内

の高齢者と共に勉強会を開いたりすることが難しいところもある。例えば、高齢

住民委員会全国連盟などは、高齢住民委員会むけに講習会を開いたりしているが、

高齢住民委員会への予算が十分でない場合、参加費を支払うことが出来ず、参加

できないこともあるという。 
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第6章 ロスキレ市における高齢住民委員会 

ロスキレ（Roskilde）市は、デンマークの首都コペンハーゲンから約 30ｋｍの

ところに位置し、ロスキレ県の県庁所在地にもなっている。人口は約 5 万 3 千人

（2003 年）、高齢化率は 14.6％（Københavns Kommune Statistisk kontor 2001）

である。67 歳以上人口は他の市に比べると若干低いが、今後 10 年間で 67 歳以

上人口は約 10％のびると予測されている。 

ロスキレ市をフィールド先に選んだ理由は大きくは以下の 3つである。第１に、

他の市より早い 1982年から高齢住民委員会を設置していたためである。第 2に、

早い時期から設置していたため、他の市が高齢住民委員会を作る際に、ロスキレ

市をモデルとしていたためである25。第 3 は筆者がロスキレ市にあるロスキレ大

学に留学し、そこに住んでいたために調査がしやすかったためである。 

 なお、高齢住民委員会の機能や役割の大枠は法律によって定められているが、

実際に果たしている役割や、高齢住民委員会の規約は各市によって違う。以下で

述べることは、ロスキレ市の高齢住民委員会の場合とする。 

 

6.1 ロスキレ市の組織 

 デンマークの市における最高意志決定機関は市議会である。日本の市町村とは

異なり、市長は議会によって選出される。市議会は、予算を定め、課税率を決定

する。市議会はまた、経済委員会(Økonomiudvalget)の他、少なくともひとつの

常設委員会を設置しなければならないとされている。経済委員会のもっとも重要

な業務は予算の提案であり、委員長には市長が就任する（Kommunernes 

Landaforening 1999、西澤秀夫 1998：237）。 

 ロスキレ市の市議会は 25 人の議員からなる。長期に渡り、社会民主党と社会

国民党がロスキレ市議会の与党であったが、2001 年 11 月に行われた選挙により

与党が入れ替わり、現在は左党26（Venstre）、保守国民党（Konservativfolkeparti）、

急進左派（Radikarevenstre）が連立与党となっている。 

 ロスキレ市には 5 つの常設委員会がある。経済委員会の他に、技術・環境委員

会(Teknik- og Miljøudvalget)、学校・子ども委員会 (Skole- og Børneudvalget)、

文化委員会(Kulturudvalget)、そして社会委員会(Socialudvalget)の 4 つである。

また、住宅委員会など 13 の委員会もある。 

市長は政治的なトップであると共に、行政当局のトップであり、市行政に対し

ても責任を負っている。市の行政組織では、市長の下に、行政官のトップとして、

市行政長（kommunaldirektøren）がいる。 

                                                   
25 Nielsen 氏への聞き取り調査による。2002 年 6 月 13 日。 
26 自由党とも訳される 
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ロスキレ市の行政組織は、市行政長のもとに中央局と 3 つの専門局がある。そ

してそれぞれの局のもとに 3 から９つの課がある（図 6-1）。 

 高齢住民委員会にもっとも関係が深いのは社会局である。社会局はさらに、家

族課、年金課、労働課にわかれている。その中の年金課は更に多くの部署にわか

れている。 

 

地区の高齢者福祉サービスを担うローカルセンターは年金課に属している。ホ

ームヘルプサービス、訪問看護、デイホーム、配食、付き添い、補助器具などの

市の高齢者福祉サービスはローカルセンターから提供されている。また、ローカ

ルセンターは、2003 年末まで 8 地区にわかれており、各地区の人口は 3,000～

15,000 人である。ローカルセンターは 8 つのうち 5 つが市営、3 つが非営利団体

（selvejende institutioner）によって運営されている。ローカルセンターの組織

は各センターによって少しずつ異なるが、代表的なものは以下の通りである（図 

6-2）。 

この 8 つの地区割りは、2004 年 1 月以降、3 つの地区割に変更され、地区リー

ダーそれぞれに 2 つもしくは 3 つのローカルセンターがぞくすることになる27。

  

                                                   
27ロスキレ市議会議事録。2002 年 11 月 20 日。 

http://www.roskildekom.dk/nymenu/omdir.asp?link1=by_aab.htm&link2=/f

orsider/byraadudv.htm&top=ON（2003.1.2 アクセス） 

http://www.roskildekom.dk/nymenu/omdir.asp?link1=by_aab.htm&link2=/forsider/byraadudv.htm&top=ON
http://www.roskildekom.dk/nymenu/omdir.asp?link1=by_aab.htm&link2=/forsider/byraadudv.htm&top=ON
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(Støtte- 
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図 6-1 ロスキレ市の行政組織 

参照； Roskilde kommune. http://www.roskildekom.dk/（2003.11.10 現在） 

ここでは、本稿の高齢住民委員会に一番密接に関係のある社会局を詳しく示している。 

 

http://www.roskildekom.dk/
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6.2 高齢者分野におけるユーザー・デモクラシー、利用者参画について 

 2003 年末までは、ロスキレ市の高齢者分野のユーザー・インフルエンスには、

高齢住民委員会、各ローカルセンターの理事会、各ローカルセンターの利用者・

家族委員会の 3 つのレベルがあった（図 6-3）。社会福祉分野全体では、社会サ

ービス利用者委員会（Det Sociale Forbrugerråd）という、社会福祉分野に関わ

る活動をする団体の代表からなる利用者委員会もある。2004 年 1 月からは、各

ローカルセンターが 3 つの地域に分割された。それに伴いローカルセンターの理

事会はなくなり、代わりに 3 つの中央委員会（Centerråd）ができた（図 6-4）。 

 中央委員会は、利用者・家族委員会の代表１名、高齢住民委員会からの代表１

名、市議会の代表 3 名、中央委員会の地域に存在し、地域の問題に積極的で関心

のある住民 3 人からなる。この住民は、中央委員会の担当する地域の住民の選挙

によって選ばれる。 

 中央委員会設立の目的は以下の３つである。①活動、分野、催し物などをアレ

ンジすること、高齢者と利用者の分野におけるユーザー・インフルエンスを支援

すること。②（社会福祉分野の）評価基準を発展させ、目に見えるようにするこ

委員会(bestyrelse) 

  

 

主任（Leder ） 

副主任（Ass. leder） 

地域主任（Områdeleder） 

 

地域主任（Områdeleder） 

 

グループ主任（Gruppeleder）  

グループコーディネーター (gruppekoordinator) 

グループ主任（Gruppeleder）  

グループコーディネーター (gruppekoordinator) 

 

グループ主任（Gruppeleder）  

グループコーディネーター

(gruppekoordinator) 

 
グループ主任（Gruppeleder）  

グループコーディネーター

(gruppekoordinator) 

 

利用者・家族委員会 

（brugerpårørenderåd） 

図 6-2 ロスキレ市ローカルセンターの代表的な組織図 

出典：PricewaterhouseCoopers(2002）を参考に作成 
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と。③高齢者分野の任意団体との協働を強めること。 

 その業務は、地域の任意福祉団体との協働のネットワークを支援すること、地

域全体の活動、文化、催し物を計画して実行すること、割り当てられた予算の中

で予算を決定すること等である。 

 

 

  

利用者・家族委員会は、高齢住民委員会同様、法律で定められた委員会である。

ローカルセンターの介護住宅に住む虚弱な高齢者の日常生活、職員の日常業務な

どのガイドラインについて、地区主任と利用者やその家族との対話を促進する役

高齢住民委員会  

中央委員会 

東地区 

中央委員会 

北地区 

中央委員会 

南地区 

図 6-4 ロスキレ市 3 段階のユーザー・インフルエンスの形態（2004.1～） 

出典：ロスキレ市議会資料  2002 年 11 月 20 日  Forslag til ny organisering af 

brugerindflydelsen på ældreområdet i Roskilde Kommune 

   中央委員会規約  

 

利用者・家

族委員会 

 

利用者・家族委員会  

 

利用者・家

族委員会 

 

利用者・家

族委員会 

 

利用者・家

族委員会 

 

利用者・家

族委員会 

 

 

利用者・家

族委員会 

 

利用者・家

族委員会 

 
会  

 

 

利用者・家

族委員会 

 

高齢住民委員会 

理事会 理事会 

 

理事会 

 

理事会 

 

理事会 

 

理事会 

 

理事会 

 

理事会 

 

利用者・

家族委員

会 

 

利用者・

家族委員

会 

 

利用者・

家族委員

会 

 

利用者・

家族委員

会 

 

利用者・

家族委員

会 

 

利用者・

家族委員

会 

 

利用者・

家族委員

会 

 

利用者・

家族委員

会 

 

図 6-3 ロスキレ市の高齢者分野におけるユーザー・インフルエンスの 3 段階（～2003.12） 

出典：ロスキレ市議会資料 2002 年 10 月 22 日 Forslag til ny organisering af 

brugerindflydelsen på ældreområdet i Roskilde Kommune. 
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割を果たす。また、市が行う介護付き住宅の監査のレポートについて、市議会と

議論する。利用者・家族委員会は、介護付き住宅の入居者もしくはその家族の代

表 3~4 人、当該地区に住む 60 歳以上、もしくは早期年金を受給者の代表 2 人か

らなる。それぞれの代表は、選挙集会によって選出される。 

 社会サービス利用者委員会は、高齢者に関わる分野だけではなく、社会サービ

ス全体に関わる委員会である。市に在住し、市から認定を受けて社会福祉分野に

関わる活動をしている団体の代表に所属している人はすべて、委員会への選挙

権・被選挙権がある。社会サービス利用者委員会は社会分野に関して、市議会社

会委員会へ助言を行うと共に、社会分野に関して意見聴取を受ける。 

 

6.3 ロスキレ市の高齢住民委員会の歴史 

 ロスキレ市の高齢住民委員会の歴史は大きく 4つの時期に分けられると考える。

1982 年から 85 年までの設立期、1986 年から 92 年までの試行期、93 年から 97

年までの時期、98 年以降の法制化後の時期である。本章ではこの 4 つの時期に沿

ってロスキレ市高齢住民委員会の歴史をみていく。 

 

6.3.1 設立期（1982～1985年） 

 ロスキレ市の高齢住民委員会は、1982 年に高齢者会議（ældrenævn）という

名前で設立された（以下、ここでは高齢者会議も高齢住民委員会と呼ぶ）。設立の

きっかけは、高齢者の声を政策に活かしたいという当時市議会社会委員会に所属

していた市議会議員からの発案からだった。そして、高齢者、プライェム28や高

齢者ケアの現場で働く人々、政治家などからなる 10名ほどの設立準備会ができ、

どういう形で高齢者と対話が出来るかが議論された29。 

その結果、社会委員会に所属する議員、行政、プライェムの入居者の代表、高

齢者団体の代表、高齢者ケアに関わる職員の代表からなる委員会ができたのであ

る。 

  「当時、私達はどれだけ高齢者を政治的な問題に巻き込むことが出来るか、

非常に不確定でした。なぜなら当時、政治家の世界は現在のようにオープン

ではなかったからです。しかし私達は、何が出来るか、どれだけ長くできる

か試してみようということになったのです。…略…しかし、始めは経験がな

                                                   
28 プライイェムとは、健康上の理由によって在宅福祉サービスを受けても自宅で

の生活ができない高齢者が入居する居住施設である（大阪外国語大学デンマー

ク語・スウェーデン語研究室 1998：67）。 
29 元市議会委員で社会委員会委員長も務め、現在高齢住民委員会委員の Feld 氏

への聞き取り調査。2002 年 7 月 15 日。 
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かったため全てが難しかったですね30。」 

 

 当初、高齢住民委員会はとても細かな問題を扱うことが多かった。例えば、当

時プライェムで、夜中に高齢者を職員が見回るか否かについての議論があった。

職員が見回ることで眼が覚め、再び寝ることが出来ないという不満が出ていたの

である。しかし職員の側は、夜中に見回りをしないことなど考えられないことで

あったため、長く議論が行われた。その結果、夜中に見回りが必要かどうか、住

居者の高齢者が判断し、職員は個々に対応することになったという。 

 

6.3.2 試行期（1986年～1992年） 

 設立されてから 4 年後の 1986 年、高齢者ケアに関わる職員は、委員会からは

ずれることになった。高齢住民委員会で意見を聴かれたり、話をしたりするのは

高齢者であるべきだとの理由からである。Feld 氏は、自身が政治家として参加す

る中で、政治家がいることによって、高齢者の間での議論が自由には行われにく

いと感じていたが、政治家は 92 年まで高齢住民委員会に委員として参加してい

た31。 

1986 年にはまた、始めて高齢者アドバイザーが行政に配置され、始めの高齢住

民委員会の規約が出来た32。そしてプライェムグループ、ケアグループ、これか

ら高齢者になる人々のグループの３つのサブグループが出来た。プライェムグル

ープは、プライェムの入居者６人、入居者の親類６人、行政官２人、ケアグルー

プは、ロスキレ市にある高齢者部門を持つ全ての団体の代表者 10 人、行政官２

人、そしてこれから高齢者になる人々のグループは、これから高齢者になる人 12

人、行政官２人からなっていた。 

高齢住民委員会は、プライェムグループから 2 人、ケアグループから 3 人、こ

れから高齢者になる人々のグループからの 2 人の代表と市議会からの代表 3 人が

集まり、委員会を形成した33。行政の高齢者アドバイザーは、高齢住民委員会の

事務局として機能した。委員会の会議は年に４回行われた。 

 

この形態が 5年ほど続いた 1991年、高齢住民委員会に大きな転換期が訪れた。

政治家が高齢住民委員会に委員として参加していることに対して、大きな議論が

起こったのである。高齢住民委員会は、政治家が委員に入っているために、十分

                                                   
30 Feld 氏への聞き取り調査。2002 年 7 月 15 日。 
31 Feld 氏への聞き取り調査。2002 年 7 月 15 日。 
32 ロスキレ市高齢住民委員会の設立当初から 1997 年まで高齢住民委員会委員で

あった Petersen 氏への聞き取り調査。2003 年 2 月 26 日。 
33 Petersen 氏への聞き取り調査。2003 年 2 月 26 日。 
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な影響力を持てないというものであった（Dagbladet Roskilde（ロスキレ新聞） 

1991.11.22）。上記で Feld 氏からも指摘があったように、当時、多くの高齢者代

表の委員にとって、政治家がいる前で自分の意見を言うことは難しかった。まし

て、政治家の前で政治家と反対の意見を言うことは更に難しかったのである。そ

のため、当時の高齢住民委員会の高齢者代表の委員は、委員会で政治家も含めて

会議をする 1 時間ほど前に集まり、事前会議を開いていたという34。 

 これに対し、当時社会委員会委員長であった Feld 氏も、高齢住民委員会は、

政治家なしでもうまくやっていける、政治家が委員会に参加している必要はない

との考えを示していた。 

 1992 年 5 月新聞紙上で、政治家は高齢住民委員会の委員となるべきではない

との議論が再び起こった。政治家は、政治家の意図に反する高齢者の代表の側か

らの意見をいつも否定し、自らの政治的利益のために会議を使っているという意

見も出された（Dagbladet Roskilde 1992.5.18, 1992.5.19）。委員会で話されたこ

との議事録をプレスに発表できたのが、政治家代表の高齢住民委員会委員長であ

ったことも問題であった35。議論の末、政治家は委員会から抜けることになり、

1993 年、高齢住民委員会の新たな規約が定められた (Dagbladet Roskilde 

1992.12.4, 1993.3.11, 1993.3.13, 1994.1.20)。 

 

6.3.3 新規約のもとでの高齢住民委員会（1993～1997年） 

 新規約に基づき、新たに高齢住民委員会が編成されることになった。新規約に

よって、ロスキレ市の高齢者政策や、高齢の障碍者に関することに関わっている

ローカルセンター、プライェム、高齢者住宅、そして団体、クラブの代表からな

る、政治的に中立な協働団体（包括的な団体）であると定められた。その役割は、

市の高齢者福祉政策に関する目的、アイデア、計画に対して助言をすることであ

った。また、高齢者政策に関わる問題について説明を受け、意見を述べる権利が

定められた。同時に、名前も高齢者会議（ældrenævn）から高齢住民委員会

（ældreråd）へ変更された。 

 市議会との関係では、政治家が会議に参加する代わりに、市議会社会委員会と

の会合を年 2 回もつことになった。当時社会委員会委員長であった Feld 氏は、

このことにより、高齢住民委員会は自分たちで動き、議論するようになると共に、

社会委員会は、会合に対して準備をするようになり、両者の対話は上手くいくよ

うになったという36。 

                                                   
34 Petersen 氏への聞き取り調査。2003 年 2 月 26 日。 
35 Petersen 氏への聞き取り調査。2003 年 2 月 26 日。 
36 Feld 氏への聞き取り調査。2002 年 7 月 15 日。 
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 ただ、高齢住民委員会と市議会とのコミュニケーションはいつも上手くいって

いたわけではなかった。規約には、高齢住民委員会は、一般的にロスキレ市内の

高齢者政策に影響する基本的な問題に関して、意見聴取を受ける権利と発言権が

あると書かれていた。しかし、時間的な余裕が無いときには意見聴取は行われな

いこともあった。また、議論された問題がどのように進行しているか、高齢住民

委員会が決定した問題の結果が知らされないことや、プライェムや在宅で起こっ

ていることについて知らされないことも多かった（G.Lyndrup 1998）。 

 新しい規約のもとでの最初の選挙は 1994 年に行われた。26 の団体から 43 人

の候補者がでていた。新しくできた高齢住民委員会は、プライェムやホームヘル

プサービス、市内のバスルートに関する問題等に取り組んだ（Dagbladet Roskilde 

1994. 2.19, E. A.Voss 1994)。 

 

6.3.4 法制化後（1998～2003年） 

1997 年の高齢住民委員会の法律の施行に伴い、ロスキレ市の委員会の規約も変

更された（別冊 2「ロスキレ市高齢住民委員会の規約」参照）。 

これまでと大きく変更されたところは、①委員の選出に直接選挙が取り入れら

れたこと、②市議会が高齢住民委員会の意見を聴く義務が強化されたこと、③市

議会の高齢住民委員会への意見聴取が口頭のみから、口頭と書面で行わなければ

ならなくなったこと、④高齢住民委員会の仕事が明らかになったことである37。 

  

以下、それぞれの変化について述べる。 

①委員の選出に直接選挙が取り入れられたことについて、元市議会議員の

Nielsen 氏は、このことにより、政治家はより慎重に委員会の意見を聴くように

なったという38。なぜなら、高齢住民委員会の委員は、直接選挙で選ばれるため、

その助言や提案に反対することは、60 歳以上の住民の意に反することと考えられ

るからである。高齢住民委員会への態度が、政治家にとっては次の選挙に響くこ

とも考えられるようにもなったのである39。 

「政治家は高齢住民委員会の意見をよく聴きます。…略…もし高齢住民委員

会が、私のことを悪い政治家で、高齢住民委員会の言うことに耳を貸さない

                                                   
37元市議会議員で社会委員会の委員長で、政治家が高齢住民委員会に参加してい

た時代に委員会の委員長を務めていたこともある Nielsen 氏への聞き取り調査。

2002 年 6 月 13 日。 

 Feld 氏への聞き取り調査。2002 年 7 月 15 日。 
38Nielsen 氏への聞き取り調査。2002 年 6 月 13 日。 
39現市議会議員で社会委員会副委員長の Jørgensen 氏への聞き取り調査。2003

年 3 月 6 日。 
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と考えたとしよう。そうすれば、次の選挙の時、高齢住民委員会は市内の高

齢者に、あの政治家には投票してはいけない、彼は私たち高齢住民委員会の

意見に耳を貸そうとしないのです、と言うでしょう。そうしたら、私は再選

されないでしょう。」 

 

高齢住民委員会からの提案事項は以前より、市議会の議論で取り上げられるよ

うになった40。高齢住民委員会の委員自身も、政治家が高齢住民委員会を以前よ

り尊重するようになったと感じている41。 

  

②以前のロスキレ市の規約によれば、高齢住民委員会はロスキレ市の高齢者政

策に関することについて、試問を受ける権利や発言をする権利を持っていると定

められていた。しかし同時に、「切迫した問題に関しては除く」とされていたので

ある。法律に基づいて新しく作られた規約には、こういった例外事項がなくなっ

た。現社会委員会委員長の Wickmann 氏は、高齢住民委員会へ意見聴取をするこ

とが、政治的手続きの一連の流れの中に組み込まれるようになったという42。 

 また、法律のガイドラインによれば、意見聴取は市議会が最終決定を行うまで

に十分な時間的余裕を持って行われなければならないとされている。ロスキレ市

では、2001 年に市議会と委員会との協働形態についてのガイドラインを作成する

ワーキンググループが設立された。そして、常にとは言えないが、早い段階から

問題に関われるようになってきたと評価されるようになった（K. Rasmussen 

2001）。 

  

③については、規約に明示されてはいないが、法制化の前後で変化したことで

ある。高齢住民委員会の質問や提案への回答も、以前は口頭のみでよかったが、

法制化後、全て書面でも回答しなければならなくなった。そのため、以前は政治

家が口約束で「そうします」といいながら、結局実行されないということがあっ

たが、そういったことがしにくくなった。同時に市議会からの意見聴取に対する

高齢住民委員会からの回答も書面で行われるようになった。 

  

④法制化によって、意見聴取の義務や発言権が明確になると共に、高齢住民委

員会の仕事の枠組みはより明らかになった。法制化以前の高齢住民委員会は、主

                                                   
40 現市議会議員で社会委員会委員長の Wickmann 氏への聞き取り調査。2002 年

7 月 10 日。 
41 高齢住民委員会委員 4 人への聞き取り調査。2002 年 6 月 28 日。 
42 現在市議会社会委員長 Wickmann 氏への聞き取り調査。2002 年 7 月 10 日。 
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に社会福祉サービスに関わる分野のことに従事していた。しかし、法律によって

委員会は高齢者に関わること全てに関わる、と定められ、活動範囲が明確になる

とともに広がった。市議会からの意見聴取も、社会福祉サービスに関わること以

外のことについても意見聴取されるようになった43。同時に、高齢住民委員会の

仕事も増えることとなった44。 

 このように、高齢住民委員会の仕事は増えたが、委員選出への直接選挙の導入、

意見聴取の義務、発言権の強化、意見聴取される範囲の拡大等により、市議会に

対する高齢住民委員会の影響力は、高まったといえる。 

 上記でも述べたように、市議会から高齢住民委員会への意見聴取は、以前より

早い段階で行われるようになった。しかしまだ時には、意見聴取をした問題に対

するその後の経過が伝えられなかったり、問題によっては、意見聴取の時期が遅

いという問題が消えなかった。それまで、意見聴取について、どの時期に意見聴

取が行われるべきか、どの問題について意見聴取が行われるかなどについて詳細

な規定がなかった。そこで 2003 年、意見聴取の手順についての細かな規定を定

めるように高齢住民委員会から市議会へ要請があり、意見聴取手続きが定められ

た45。 

 

どの問題について意見聴取が行われるかについては、高齢者に関わる問題に関

しては全て意見聴取が行われることが確認された。同時に、市議会や社会委員会

の会議での非公開の議事についても、純粋に個人的な問題以外で、委員会の仕事

に関するものは意見聴取に付されることになった。高齢住民委員会は、非公開の

問題について行政機関と同様に、守秘義務を負う。意見聴取に付すかどうかを決

定するのは社会局である。 

 意見聴取される問題を高齢住民委員会に知らされる時期は、市議会社会委員会

に問題が送られるのと同時期であると定められた。意見聴取に関する資料は、火

曜日に行われる社会委員会の会議の一週間前の水曜日に高齢住民委員会に送られ

ること、意見聴取に対する答えは次の集の月曜日までに社会委員会に送られるこ

とと定められた。 

 以上が 2003 年までのロスキレ市高齢住民委員会の歴史の流れである。 

                                                   
43 Feld 氏への聞き取り調査。2002 年 7 月 15 日。 
44 高齢住民委員会委員 4 人への聞き取り調査。2002 年 6 月 28 日。 
45 Lygaard 氏への聞き取り調査。2003 年 3 月 6 日。 

 ロスキレ市長から高齢住民委員会委員長への手紙（高齢住民委員会委員長提供）。 

 ロスキレ市市議会議事録 2003 年 6 月 25 日

（http://www.roskildekom.dk/nymenu/omdir.asp?link1=by_aab.htm&link2=

/f  orsider/byraadudv.htm&top=ON、 2003 年 11 月 17 日アクセス）。 

http://www.roskildekom.dk/nymenu/omdir.asp?link1=by_aab.htm&link2=/forsider/byraadudv.htm&top=ON
http://www.roskildekom.dk/nymenu/omdir.asp?link1=by_aab.htm&link2=/forsider/byraadudv.htm&top=ON
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6.4 ロスキレ市の高齢住民委員会の現在の姿 

委員構成 

2003 年現在のロスキレ市の高齢住民委員会は、2001 年の選挙によって選出さ

れた 9 人の委員から構成される。委員のプロフィールは以下の通りである。市議

会社会委員会に所属していたことのある元市議会議員（2 人）、現貿易会社の専務

取締役（１人）、元病院臨床検査技師で、現高齢者問題全国連盟の高齢者政策ワー

キンググループに所属（１人）、元看護婦で現在は共同墓地委員会、教会委員会委

員（１人）、元教区教会委員会委員で専業主婦（１人）、元ソーシャルワーカー、

現高齢者問題全国連盟会員（１人）、元々高齢者部門で勤務、現高齢者問題全国連

盟会員（１人）、元生涯教育連合会長、現高齢者問題全国連盟理事（１人）。 

 高齢者問題全国連盟に所属している委員が多いことが分かる。元市議会議員の

うちの１人は、別の高齢者団体にも所属している。9 人の委員のうち、5 人は 2

期連続委員として選出されている。年齢は、2002 年の調査時で 60 代が 6 人、70

代が 2 人であった46。ひとりは 2003 年で 80 歳になるということだったが、相対

的に若い高齢者が委員になっていることが分かる。 

高齢住民委員会は委員の中から委員長、副委員長、会計、高齢者向けの冊子の

編集責任者、苦情委員会(klageråd)47の委員３人、そして県高齢住民委員会への

代表等を選ぶ。 

  

高齢住民委員会の仕事 

 高齢住民委員会の仕事は、高齢者に関わる全てのことに関わることであるが、

具体的には高齢住民委員会の定例会議、社会委員会との定例会議、ワーキンググ

ループへの参加、利用者・家族委員会の会議への参加、地域の高齢者からの相談

をうけること、各種催し物への参加、高齢者向け情報誌の発行などである。  

高齢住民委員会は委員会内で特別な仕事に関するワーキンググループを設置す

ることができ、常設のものとプロジェクトごとに作られるものとがある。常設の

ものには協議会が発行している冊子を作るグループがある。また、高齢者関係の

政策に関して議会議員や行政職員、その他の関係者などからなるワーキンググル

ープやサポートグループに、委員の何人かが代表として入ることもある。 

 

高齢住民委員会の会議 

                                                   
46 ひとりは年齢不明。おそらくは 60 代後半だと思われる。 
47 社会サービス法(lov om social service)に基づいて提供されるサービスに関す

る苦情を受け付け、議論・評価する機関。 
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 高齢住民委員会の定例会議は、7 月と 12 月を除き原則月１回行われる。会議で

は、議事録の承認、委員長からの伝達事項、苦情委員会からの伝達事項、行政か

らの伝達事項、もしあればワーキンググループからの伝達事項が固定項目となっ

ている。例えば 2002 年 10 月の議事録は以下のようである（表 6-1）。2002 年に

行われた会議では例えば、高齢者分野の組織編成、市内に新しくできる高齢者住

宅、配食サービス、市の高齢者政策、催し物への参加などについて議論された。 

 

 

表 6-1 ロスキレ市高齢住民委員会議事録（2002 年 10 月） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロスキレ市ホームページから抜粋 

http://www.roskildekom.dk/organisation/socialf/frivilvejvis/andet/aeldreraadets_ref.htm

（2002.10.25）  

 

委員の選挙 

 ロスキレ市で、直接選挙によって高齢住民委員会が選ばれるようになってから、

選挙は 1998 年と 2001 年の 2 回行われた。投票率は、1 度目は 12%であったが、

2 度目の 2001 年には 46%と飛躍的にのびた。これは、2001 年の選挙には、高齢

者向け冊子で早くから呼びかけたりしたことも要因であるという。しかし 1998

年の選挙では立候補者が 12 人だったのに対し、２回目は 23 人であったことから

考えると、高齢住民委員会が、ロスキレ市においてより認知されるようになると

共に、高齢者政策へ影響力を及ぼしているとみなされるようになり、投票率が上

 

1.会議の議長選出 

2.前回の議事録の承認 

3.協議事項の承認 

4.1.高齢住民委員会委員長からの伝達事項 

4.2 社会福祉局からの伝達事項／4.2.1 高齢者分野の組織編成に関する

ことについて／4.2.2 ある地区の住宅について／4.2.3 高齢住民委員

会の事務用に品の購入について／4.2.4 高齢住民委員会のコンピュー

ターへの市のネット接続について 

5.討議中の問題について 

5.1 12 月 3 日の社会委員会との会議について 

5.2 電話当番について 

6.終了したことについて 

6.1 ワーキンググループからの報告・高齢住民委員会全国連盟の会議よ

り・高齢者分野の組織編成に関するグループより・発行する冊子につ

いて 

6.2 ワーキンググループなどからの報告 

6.3 コース、イベントについて 

6.4 地域支援センターとの関わりからの報告 

7.その他 

http://www.roskildekom.dk/organisation/socialf/frivilvejvis/andet/aeldreraadets_ref.htm
http://www.roskildekom.dk/organisation/socialf/frivilvejvis/andet/aeldreraadets_ref.htm
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昇したとも考えられる。 

予算 

ロスキレ市の高齢住民委員会の場合は年間 33,000kr.（約 56 万円）である。こ

れらは、高齢住民委員会が市の高齢者向けに講師を呼んで講演会を開く際の講師

料、高齢住民委員会に関する講習会に出席する際の参加料、会議の際のお茶代な

どに使われる。しかし、講習会の講師代や講習会参加費は高く、この予算は十分

ではないという。高齢住民委員会発行の冊子発行経費、事務所費、電話代、コン

ピューター使用代などはこれとは別に支給される。 
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第7章 ロスキレ市での調査結果 

7.1 市議会、行政、市の高齢者との関係 

市議会との関係 

市議会の中では、社会委員会との繋がりが最も密接である。社会委員会との合

同会議は年に 2 回行われる。このうちの 1 回は、翌年の予算の最終決定が行われ

る前に行わなければならないとされている。 

2002 年 4 月に行われた合同会議では以下のようなことが話し合われた。社会

委員会からは、ロスキレ市で行われた高齢者分野の調査分析、高齢者分野の政治

的目標と 2003 年度予算についての説明、当時懸案事項であった、市内の配食サ

ービスについての経過説明があった。高齢住民委員会からは、買い物支援に対す

る個人加算の提案、高齢者分野の価値基準についての意見、高齢者住宅の建築問

題の計画への高齢住民委員会の参加要求、新しく高齢者住宅が建設される地区に

関して、サービスバスがどのようなルートをたどるのかについての質問などがあ

った。 

市議会が高齢者に関わることを決める際に、意見聴取を行うのは、社会委員会

であることが多いが、社会委員会が担当する以外の重要案件に関しては、社会委

員会以外の市議会内の常設委員会から市議会が最終決定をする前に意見聴取を受

けることもある。 

市議会内の常設委員会のひとつ技術・環境委員会に対しては、高齢住民委員会

の委員１人がコンタクトパーソンとして連絡役を担っている。 

 

行政との関係 

行政との関係では、社会局との関係がもっとも密接である。社会局年金課のボ

ランティアアドバイザーである職員が、担当職員として高齢住民委員会の事務局

の役割を担っている。担当職員は高齢住民委員会の定例会議に出席し、高齢住民

委員会の行政への窓口の役割をしている。そのため、委員会は実際には市議会よ

りも、行政と関わることが多い。委員会の会議には、会議の議題によっては、会

議に社会局の局長、他局の関係職員が出席することもあるが、そのコーディネー

トをするのは担当職員である。  

担当職員はまた、委員会が発行する高齢者向け情報誌を委員会と協働で編集し

ている。また、年金課課長も、定例会議に出席し、行政からの伝達事項を伝えて

いる。 

この他、余暇・文化局に対しては、高齢住民委員会の委員１人がコンタクトパ

ーソンとして、主に連絡役を担っている。 
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市の高齢者・高齢者団体 

委員会は、週 2 回各 4 時間の電話相談時間を市内の高齢者に対して設けている。

この他、アポイントを取り、高齢住民委員会の事務所で会うことも可能である。 

高齢住民委員会担当職員と協働で、年 4 回高齢者向け情報誌を市内の高齢者宅

に配布している。情報誌には、委員会の取り組みの他に、行政からの情報、市内

の高齢者団体からの催し物の情報などが載っている。また、高齢住民委員会の選

挙が行われる際は、立候補者のリストが、候補者の立候補表明文と共に載せられ

る。 

委員長以外の各委員は、市内にある 8 つの各地域支援センターの利用者委員会

のコンタクトパーソンにもなり、担当の地域やケア付き住宅の住民に関すること

について情報を得ている。 

市内の高齢者団体と個別の会合は持っていないが、高齢住民委員会の委員が高

齢者団体のメンバーであることが多く、情報交換を行っている。 

 

7.2 政策決定過程への関わり方 

 高齢住民委員会の政策決定過程への参加は、大きく分けて、意見聴取で市議会

に助言をする、市議会や行政に問題提起を行うことの 3 つがある。 

 

高齢住民委員会への意見聴取・問題提起 

 2002 年は、例えば、2001 年にロスキレ市で行われた高齢者分野の調査結果、

高齢者分野の政治的目標に関して試問を受けた。新しく建設される高齢者住宅等

に関しては、問題提起を行った後、意見聴取を受けた。 

高齢者分野に関する調査結果は、高齢者分野の組織編成をすべきではないかと

いうもので、市内の８つの地区を 3-4 の地区に統合して、ひとりの主任のもと、

各ローカルセンターが独自の文化を継承しながら、同時に共通の文化をつくりサ

ービスを提供していくというものだった。高齢住民委員会はこの案には基本的に

賛成したが、各センターの主任を廃止することには反対した。そして後に、市が

設置した、高齢者分野の組織編成を考えるサポートグループに、委員会から 3 人

が参加することになった。 

 

 高齢者分野の政治的目標に関する意見聴取に対しては、予防的観点をもっとい

れることや、住民や（ローカルセンターの）主任、職員などと共に、全体的な価

値基準を作るべきだと意見した。 

高齢者住宅に関する意見聴取は、高齢住民委員会からの要求により行われた。

この件では、高齢住民委員会は、市内に新設される高齢者住宅(ældrebolig)の建
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設計画を、2000 年 11 月に市議会経済委員会から受け取っていた。しかしその後、

その計画の進行状況は知らされていなかった。そして 2002 年２月市議会でこの

計画の大幅変更が検討されたことが新聞紙上で明らかになったのである。新聞に

よれば、予算減額のためもともと設置の予定だった２つのエレベーターのうち、

ひとつの設置を取りやめるということ、庭に面したバルコニーをガラス張りのド

アに変更すること等が検討されていた。この経緯について知らされていなかった

高齢住民委員会は、「高齢者に関わる事業については、市議会で可決される前に高

齢住民委員会に示されるべきである。出来るだけ早くこの問題に関して、説明を

受けることを期待する」という内容を経済委員会委員長へ文書で申し入れた48。

その結果、その計画が市議会で可決される前に、ロスキレ市技術局の担当者と高

齢住民委員会との間で会議が開かれ、意見聴取が行われた。 

高齢住民委員会は、エレベーターの設置は必要であること、吹き抜けの廊下の

ガラス張りは始めから行うこと等が高齢住民委員側からの意見として伝えられた。

ロスキレ市は、社会サービス利用者委員会への意見聴取も行った。意見聴取に対

する意見は 2002 年 3 月の市議会で検討され、その結果、吹き抜けの廊下のガラ

ス張りは行わないが、エレベーターは計画どおり 2 台設置することが可決された。 

  

ワーキンググループなどへの参加 

 高齢住民委員会の仕事で述べたように、委員会の委員は、行政が高齢者分野の

新しいプロジェクトを行う場合などに作るワーキンググループやサポートグルー

プに参加することがある。例えば 2002 年には、市で高齢者のトレーニングに関

するプロジェクトが半年に渡って行われ、そのプロジェクトの推進に責任を持つ

運営委員会に、高齢住民委員会の委員１人が参加していた（Kamstrup 2002）。

又、市内のサービスバスに関するワーキンググループや、高齢者分野の組織編成

を考えるサポートグループにも高齢住民委員会の委員が参加していた。 

 上述の高齢者住宅の建設に関しては、2002 年 9 月から、高齢者住宅の建設を

進めるにあたって利用者の声を反映させていくために、行政の代表、利用者の代

表からなる利用者委員会が出来た。高齢住民委員会の代表もその中に参加してい

る。 

 ワーキンググループではないが、コンタクト委員会という、任意の社会団体に

予算を配分する委員会にも高齢住民委員会の代表が参加している。 

 

                                                   
48 2002 年 2 月 16 日に高齢住民委員会委員長から、ロスキレ市議会経済委員会委

員長（市長）宛に出された手紙。ロスキレ市高齢住民委員会提供資料。 
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7.3 協働に対する認識 

市議会議員 

 聞き取り調査では、市議会議員は一般的に、高齢住民委員会に対して敬意を払

っていることがうかがえた。同時に、高齢住民委員会の委員は幅広い見識を持ち、

違った見方で物事をとらえると評価していた。現在社会委員会委員長である

Wickmann 氏は、以前は、高齢住民委員会は問題に対して苦情のみを言うことが

多かったが、ここ 4、5 年は建設的な対話をするようになり、よい協働ができる

ようになったという。 

 ただ、高齢者分野の財政的な問題に対しては、意見が合わないことが多いとい

う。 

日本では、住民委員会のようなものが出来ると、議会から反対が起こることも

ある。つまり、議会は民主的手続きで住民から選出されて出来たものであり、そ

れ自体が民意を反映しているのに、なぜ住民の会議が必要なのかということであ

る。こういった、高齢住民委員会が市議会の代表制を否定するのではないかとい

うことに関しては、市議会と高齢住民委員会が有する機能がまったく違うのでそ

うはならないという。つまり、決定権を持っているのは市議会であり、高齢住民

委員会は助言だけである。また、高齢住民委員会は全体の中の一部、高齢者の代

表であり、市の住民全体を代表しているのは市議会だという。 

 

行政職員 

行政職員は、高齢住民委員会を高齢者政策に対する「番犬」だと見なしている49。

そして、高齢住民委員会の存在はとてもよいとしている。ただし高齢住民委員会

の言うことがいつも正しいと勘違いしてはいけないとも指摘する。  

高齢住民委員会の長所は新しい見方を提供すること、短所は政策決定プロセス

が長くなることが多いことだという。ただ、長くなることが必ずしも悪いとは限

らず、決定プロセスが長くなっても、より満足した結果をもたらす可能性がある

という。 

協働を進めていくために必要なこととしては、お互いを認めること、情報をオ

ープンにすることをあげている。行政と高齢住民委員会では、考え方も物事の進

め方も違うことがある。それゆえ常にお互いを理解できるわけではないが、違い

を受け止め、常に相手が何を意図して意見を言っているのかお互いを理解しよう

とすること、そして、高齢住民委員会は参加するために選ばれたということを認

めることが必要だという。 

                                                   
49 高齢住民委員会担当職員 Skovbjerg 氏への聞き取り調査。2002 年 6 月 11 日。 
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同時に高齢住民委員会が関わることに対して、行政側、政治家側がオープンで

あること、つまり情報をオープンにすることも必要であるという。 

 

高齢住民委員会 

法制化以前から高齢住民委員会の委員であり、2003 年まで委員長であった

Lysgaard 氏は、法制化以降は、市議会と話しがしやすくなったという50。そして

現在、市議会との対話は上手くいっていると評価する。しかし、市議会との協働

は、上手くいく時とそうでない時と波があるという。先にも述べたように、高齢

住民委員会への意見聴取が遅れたりすることがあり、それに対しては不満を持っ

ている。この不満を解消するため、上記で述べたように、市議会から高齢住民委

員会への意見聴取の手続きに関する規約が定められた。これに対しては、まだ意

見聴取から決定までの時間が少なく、さらに市議会に働きかけていくという51。 

行政との対話については、政策に対して批判するばかりだけでなく、時には、

「上手くいっているね」と褒めることも協働が上手くいくコツだという。 

 行政との協働に関しては、現在は上手くいっていると評価する。行政職員との

協働は、行政職員の志によって左右される側面があるとの指摘もあった52。 

 

7.4 市の高齢者政策への影響力 

市議会議員 

市議会議員は、高齢住民委員会は、決定権はないが、市の高齢者政策へ影響力

を持っているという。6.2.4 でも述べたように、高齢住民委員会の委員の選出に直

接選挙が取り入れられたことにより、政治家の高齢住民委員会への態度は変化し

た。委員は高齢住民委員会の存在を無視することは出来ず、高齢住民委員会の発

言を聞かなければいけないというプレッシャーもあるという。そして、高齢住民

委員会が提案したことが、議題として話し合われるという。 

 

行政職員 

行政職員は、高齢住民委員会は直接的な影響力はないが、議論を起こしたり、

社会委員会に提案をしたりすることによって間接的な影響力を持つという。そし

て、間接的な影響力は政治家の態度に影響を与え、もし高齢住民委員会がなけれ

ばとらなかっただろう決定を下すかもしれないという。 

                                                   
50 Lysgaard 氏への聞き取り調査。2003 年 3 月 6 日。 
51 意見聴取手続きに関してメールで質問したことに対する Lysgaard 氏からのメ

ールでの返事による。2003 年 1 月 7 日。 
52 高齢住民委員会への聞き取り調査。2002 年 6 月 28 日。 
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 また、高齢住民委員会への意見聴取に対する答えが市や政治家の決定に影響を

及ぼすこともあるという。 

 

高齢住民委員会 

現高齢住民委員会委員長は、現在は、影響力は十分ではないが持っているとい

う。しかし、1998 年まで高齢住民委員会の委員であった Petersen 氏は、当時、

高齢住民委員会は影響力を持っていなかったと指摘する53。そして、高齢住民委

員会の働きにもかかわらず、影響力を持っているとあまり感じられなかったため

に、法制化後の 1998 年以降は委員の選挙にも立候補しなかったという。同じ理

由で、委員会を続けようとした委員は少なく、再度立候補した人は 1998 年以前

から委員会の委員 9 人のうち、1998 年の選挙に再び立候補したのは 2 人しかい

なかった。 

 

7.5 調査から見えてきた課題 

 ロスキレ市の事例調査から見えてきたロスキレ市高齢住民委員会の課題は 4点

ある。第 1 は、元気でないと高齢住民委員会の委員を務めることは難しいという

こと、第 2 は、投票率をあげること、第 3 は市内の高齢者との対話を進めること、

第 4 は市議会、行政とのよりよい対話をすすめていくことである。 

 Pedersen 氏によれば、意見聴取の際に委員会に送られてくる資料は多く、多く

の資料を読むのになれていなければ委員の仕事はなかなかこなせないという。ま

た、市議会と対等に議論をするには、政治家と話しをすることになれていること

も必要だという。社会委員会委員長の Wickmann 氏も、「時に問題となるのは.

高齢住民委員会の委員になるのは元気な高齢者であるということである54」とい

う。 

 実際に、仕事の分量から見ても、虚弱な高齢者が高齢住民委員会に委員として

参加をするのは難しい。歴史的な流れの中では、社会的に発言力の弱い高齢者が、

政治家や行政と対等な話しが出来るようにと、団結して団体を作ったり、高齢住

民委員会を作ったりしてきた。高齢住民委員会は、高齢者にとっては市議会より

は、高齢者に近い存在であろう。しかし、高齢者間の差も生まれている。 

この課題に対するロスキレ市のひとつの解決法は、ユーザー・インフルエンス

のレベルを 3 段階に分けていることである。ロスキレ市には、住民の代表からな

る委員会として高齢住民委員会の他に、利用者・家族委員会、中央委員会、社会

サービス利用者委員会があった。例えば利用者・家族委員会は介護付き住宅へ入

                                                   
53 Petersen 氏への聞き取り調査。2003 年 2 月 26 日。 
54 Wickmann 氏への聞き取り調査。2002 年 7 月 10 日。 
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居している高齢者の参加や意見反映を図っている。高齢住民委員会は利用者・家

族委員会の会議にコンタクトパーソンとして参加している。この繋がりを有効に

活用することや、他の委員会との連携も必要である。高齢住民委員会自身も、市

内の高齢者と積極的に話しをしたり、意見を聞いたりすることによって、虚弱な

高齢者の意見を政策決定過程に反映させていくことが重要である。 

 

第 2 の課題は、全国的な課題でもあるが、投票率をあげることである。これま

で述べてきたように、投票率はロスキレ市も含めて全国的に上昇している。しか

し、投票率が 80%ほどもある国政選挙や地方選挙に比べると低いと言わざるを得

ない。ロスキレ市では投票率は直接選挙導入後、１回目の 12%から 2 回目は 46％

へ増加した。それでも市議会議員選挙に比べると投票率は約半分である55。例え

ば、介護付き住宅に住む高齢者の中には、投票しなかったり、誰に投票してよい

か分からず、介護職員に誰に投票すべきか尋ねたりすることもあるという56。 

J.G.Andersen（2000）によれば、高齢住民委員会の選挙に参加しなかった人

の半数以上は、高齢住民委員会の存在そのものや、存在を知っていても選挙があ

ったことを知らなかった。また、高齢住民委員会はあまり意味のないものとして

考えている場合、高齢住民委員会に関わる必要はないと感じる傾向もあるという。

投票形態により、投票率をあげる工夫と共に、普段から高齢住民委員会の存在を

知らせること、活発に活動していくことが重要である。 

 

第 3 の課題は、市内の高齢者がコンタクトをとりやすいようにすることである。

上述のように、高齢住民委員会は、週 2 回事務所を開いているが、なにかを相談

しに市内の高齢者が来ることは滅多にないという。高齢者が気軽に事務所に相談

にこられるようにすることが今後の課題だという。 

 

第 4 の課題は市議会、行政とのよりよい対話、協働を築くことである。この点

については、8 章で考察を加える。 

 

                                                   
55 ロスキレ市議会の 2001 年選挙の投票率は 約 87%であった

（http://www.kmdkv.dk） 
56 この点については、2002 年 12 月 5 日にヴァイレ（Vejle）市で行われた、デ

ンマーク高齢者連盟（Ældremobiliseringen）の全国会議で会議出席者から口

頭で教示を受けた。 

http://www.kmdkv.dk/
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第8章 分析・考察 

 以上、デンマークの高齢住民委員会について見てきた。本章ではまず、社会福

祉領域における住民参画の必要性について理論的考察をし、これまで見てきたこ

とをもとに、住民参画が機能するための条件を分析・考察する。その後、デンマ

ークの地方分権と高齢住民委員会との繋がりについても考察を加える。 

 

 社会福祉分野における利用者参画の意義と必要性の理論的説明はこれまでもさ

れてきた。伊藤（1996：52-54）は代表的なものとして、以下の４つを挙げてい

る。 

第１は、「生存権」の当然の帰結として、もしくはそこに内在する権利として利

用者参加を位置づける見解、第 2 は、利用者に対する公正な手続きの保障という

観点から、参加を手続き的権利のひとつとして位置づける見解である。第 3 は参

加する個人や社会にとって、参加は主体性の確立、自己実現などの効果があり、

また社会的には社会統合や制度の正当性が高まるという見解である。例えば高橋

（1988）は、地域福祉計画の策定について、策定過程こそが、地域活動の取り組

みだという。そして、住民自身が参加して計画を作ることにより、住民に自覚と

責任を促すことができる、地域と生活に根ざした実現手法と創造が期待できる、

などとして、住民参画の必要性を指摘する。第 4 は、福祉サービスの質を高め、

よりよいサービスを提供するために参加が必要であるという見解である。この見

解に対しては、一般住民や利用者は専門的な見地からの適切な判断ができるとは

限らないという批判や、決定プロセスが長引き、事態に適切に対応できない、な

どの批判もある。 

 本章では、主にA.O.ハーシュマン(A.O.Hirschmann 1970=1980)の exitと voice

理論、それを応用した V.A. ペストフ（V.A. Pestoff 1998=2000）の考え方を用い

て、福祉サービスの質を高め、よりよいサービスを提供するために参画が必要で

あるという見解から、政策決定過程への住民参画の必要性を導く。その後、住民

参画を進める条件について、ロスキレ市の事例をもとに分析・考察する。 

  

8.1 Voice と Exit 

ハーシュマン（1970=1980）は、サービスや製品、組織の質の低下に対して、

顧客や組織の成員がよりよい質の製品などを求めて取る手段として voice と exit

について論じた。 

 Exit とは、消費者が質の低い製品の購入をやめ、他の企業の製品を購入するこ

とや、組織の構成員が、組織の質の低下などにより当該組織を退去したりするこ

とである。Exit は市場において用いられることが多い手段である。顧客を失えば、
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企業の収益は低下する。それゆえ経営者は、顧客が exit の手段をとらないように、

製品の改善を行うようになる。また、組織の構成員が組織から抜けることによっ

て組織のメンバーシップは傾き、組織力は低下する。それゆえ、組織の経営者は、

組織をより魅力あるものにするために組織の改善に着手するだろう。しかし、独

占状態の場合は、消費者は他に選択肢がないため、exit の手段を用いることは出

来ない。 

  

Voice とは、消費者が製品購入先の企業に対して、製品に対する不満を表明し

たり、抗議をしたり、あるいは組織に所属する構成員が、組織の衰退に対して、

経営者などに抗議や改善のための提案をすることによって質を改善することであ

る。Exit よりもむしろ voice の手段をとるということは、消費者や成員にとって、

製品を購入している企業や、成員の所属している組織の実践、政策及び生産品を

変えさせようとすることである（ハーシュマン 1980：訳書 35）。Exit は、不満

の理由を表明しないのに対し、Voice は不満の理由と改善案を表明する。 

  

8.1.1 Voice・Exit の選択とロイヤルティ 

 Voice は面倒なものであると同時に時にコストがかかる（ハーシュマン 

1980：訳書 45）。それゆえ、他の選択肢があり、そちらを選ぶ方が安価でたやす

い方法であれば、人は exit の手段をとる。代替的な exit の手段の存在は、voice

を萎縮させる傾向を持つ（ハーシュマン：訳書 48）。逆に、voice は exit の手段

をとることが制限されている場合に多く用いられる（ペストフ 2000：訳書 108）。

例えば、頻繁に買い換えることが出来ず、継続的に使用される耐久商品の質の改

善には、exit より voice の手段がとられる。 

 また、消費者や構成員が深く関わっている購買や組織において、voice は、製

品や組織の質が低下した場合に最初に用いられることの多い手段である（ハーシ

ュマン 1980：訳書 45）。これはロイヤルティの観念に結びつく。 

ロイヤルティとは、ある製品や組織に対する愛着だといえる57。ロイヤルティ

は、他の製品を購入しようとする顧客や、組織から退出しようとする構成員を、

一定の範囲押しとどめ、製品や組織の改善のために voice の手段をとる方向に向

かわせる。それでも満足のいく結果が得られなかった場合、人々は exit の手段を

とる。ロイヤルティは、その商品が高価であればあるほど、また組織などへ入る

                                                   
57 ロイヤルティ（Loyalty）は、忠誠、忠実などと訳されることが多い。しかし、

組織への忠誠心とは言えても製品への忠誠心というのはおかしい。ハーシュマ

ンの論文でも愛着の意味で用いられている。そこで、本稿ではロイヤルティを

愛着ととらえる。 
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ためのコストや退出の代価が高いほど高くなる（ハーシュマン 1980：訳書 103）。

また、voice が使用される見込みは、ロイヤルティの度合いにつれて増大する。

また、自身の voice が組織に影響を及ぼすと確信している組織の成員はその組織

に対して強い愛情をはぐくみやすい（ハーシュマン 1980：訳書 83）。 

 

8.1.2 Voice・Exit と製品またはサービスの種類 

 では、voice や exit は具体的にどういった製品やサービスに用いられるのだろ

うか。ハーシュマンは主に企業の製品の品質低下や組織の衰退に対する回復機能

として voice や exit を論じたが、ペストフは、主によりよい質のものとサービス

を作って行くものという側面から論じた。そして、介護サービスや対人社会サー

ビスには voice が必要だと主張する。 

Exit がその理由を表明しないのに対し、voice は不満の原因と改善案の両方を

表す。介護サービス、対人社会サービスは、その質が明確でない（ペストフ 

2000：訳書 114）。福祉サービスの第三者評価の試みがされているように、ある

程度のサービス評価はできる。しかし、対人社会サービスは、一般的な製品のよ

うに画一的なものではない。例えば、同じホームヘルプサービスでも、利用者に

よって、ホームヘルパーにしてもらいたいことは違ってくる。そこで利用者は、

満足のできるサービスを得るために voice を使うことが必要になってくる。その

ため、サービス受給者がよりよいサービスを得るためにはサービス提供者に対し

て voice が求められるのである（ペストフ 2000：訳書 117）。 

 

ハーシュマンは商品使用の規則性の区分を行ったが、ペストフはそれをサービ

ス供給の分類にも適応した。ペストフはサービスを不定期な「非継続的サービス」

と定期的な「継続的サービス」に分類し、それぞれの場合において voice と exit

のどちらが使われるかを検討した（図 8-1）。 

「非継続的サービス」とは、日常的に利用される副次的サービス、もしくは不

定期に利用されるサービスであって、継続的な相互関係に基づくものでも、サー

ビスの消費者と供給者との間の長期的な関係ができるものでもないサービスであ

る。 

 「継続的サービス」とは、定期的に主要サービスとして利用されるものであり、

もっぱら継続的な相互活動に依存し、しばしばサービスの消費者と生産者との間

の長期的な社会関係に基づく。また、非継続サービスに比べ、サービス受給者と

提供者との間の個人的社会的関係を要する（ペストフ 2000：訳書 109）。 
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図 8-1 ペストフの退出、発言と商品やサービスのタイプ分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペストフの分類によれば比較的安価なサービスは非継続的サービスに分類され

る。例えば、散髪・洗濯・洗車・ベビーシッター・配食サービス・交通などであ

る。継続的なサービスに分類されるのは、高齢者ケア・ハンディキャップケア・

慢性病ケアなどである。 

 

8.1.3 Voice・Exit と高齢者福祉サービスの分類 

ここでは高齢者福祉サービスについて、ペストフの商品やサービスの区分に当

てはめて考えてみる。高齢者福祉サービスとしては例えば、身体介護サービス・

掃除サービス・施設サービス・デイサービス・配食サービス・交通・高齢者住宅・

補助器具などがあげられるだろう。 

上記のペストフの例に当てはめれば、身体介護サービスや、施設サービス、デ

イサービス、高齢者住宅などは継続的なサービスに分類され、質の改善には voice

が用いられるものが多いことが分かる。 

ある施設から他の施設に移るための費用は高くつく。引越そのものにも費用は

かかるが、新しい住環境に慣なければならず、また介護者が施設専属のスタッフ

である場合、新たに新しいサービス提供者との関係作りも必要となる。このよう

な社会的費用によって、顧客、ここでは高齢者が exit の手段を選択することは難

しい。そこで、質の改善のためには voice が必要となってくる。 

高齢者住宅を考えた場合、建設後に建物の構造をかえることは難しい。また高

齢者住宅は市内にいくつもあるわけではなく、選択肢は限られている。かといっ

 

Voice・Exit 

 

Voice 通常耐久性 

一時耐久性、 

非耐久性 
Exit 

Voice・Exit 

(サービス管理) 

継続性 

 

 

非継続性 

商品              サービス 

出典: Pestoff. 1998 p.90 

 

図 11 Voice・Exitと、商品又はサービスの種類 
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て、他の市の高齢者住宅に入るのも難しい。引越をするより、その場所に住みつ

づけたいというその土地への愛着はロイヤルティと考えられ、exit の手段をとる

ことを押しとどめる。 

 

8.1.4 Voice・Exit と高齢者福祉政策 

 ここで、voice・exit と高齢者福祉政策について考察する。ペストフは exit と

voice について、主に社会的企業や協同組合と市民との関係において述べている

が、これは市と住民、高齢者との関係にも応用できると考える。現在日本では、

高齢者福祉サービスの供給主体は市町村でないことも多いが、市全体のサービス

の量、施設や高齢者住宅に関すること、交通機関のように市全体の高齢者福祉政

策に関わるものなど、市の政策と密接に関わるものも多いからである。また、市

の政策やサービスは継続的なサービスであるとともに、住民は市の政策が気に入

らないからと、簡単に他の市へ引っ越しをする、exit の手段をとることは難しい。

そこで、よりよい高齢者政策のもとでよりよいサービスを受けるために、住民に

は voice が必要となってくると考えられる。 

住民が voice 機能を使うことで、地域に愛着をもつようになり、そのことは地

域の活性化や住民に地域への自覚やと責任を促すことにも繋がると考える。ハー

シュマン（1970=1980：83）によれば、voice が使用される見込みは、ロイヤル

ティの度合いにつれて増大する。また、自身の voice が組織に影響を及ぼすと確

信している組織の成員は、その組織に対して強い愛情をはぐくみやすい。そして、

ロイヤルティは、最後の手段として exit の手段をとるようにさせるのであって、

voice を活発化させるものである。 

これを図式化すると以下のように表せるのではないかと考える（図 8-2）。 

 

図 8-2 Voice、ロイヤルティの関係 

            ①                  

                                             

 

 

 

 

 

 

               

② 

Voice ロイヤルティ 

 

Voice

の効果 
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    ①ロイヤルティを感じるほど、人々は voice を用いる 

②Voice を使い、その効果があれば、ロイヤルティは増す 

 

ロイヤルティを感じると人はまず、voice によって製品の質や組織の改善を試

みる。そして voice の効果により質の改善が図られれば、製品や組織に対する愛

着は更に高まり、ロイヤルティは高まると考えられる。そしてそのロイヤルティ

は、再び製品やサービスに不満を持ったときも、最初に voice の手段をとる方向

へ向かわせる。 

高齢者福祉政策に置き換えると、voice を用いて、質の良いサービス、ここで

はよりよい福祉政策とそれに伴うよりよい公的サービスや住みよい地域を得るこ

とにより、人は地域に対して、より強いロイヤルティ（愛着）を感じると考えら

れる。そして再び、よりよい福祉政策や住みよい地域を目指して、地域の問題に

対して積極的に発言していくことに繋がるだろう。逆に、いくら voice を用いて

も、その効果がなければ、voice の手段をとることを諦めるであろう。 

ロスキレ市の場合において、長年高齢住民委員会の委員として活動してきた

Petersen 氏が、影響力はない、私たちはみんな疲れた、といって 9 人のうち 7

人は再度高齢住民委員会の委員に立候補するのをやめたことは、このことを表し

ていると考えられる。一方、法制化以降、高齢住民委員会は市議会と話しをしや

すくなり、行政職員ともよい協働が出来るようになったということであったが、

高齢住民委員会の法制化後 1 期目を終えた次の選挙で、9 人の委員のうち 7 人が

再度立候補したことは、上記の図をよく説明している。 

 

8.1.5 Voice・Exit と協働生産 

 ここで分かることは、voice や exit が、必ずしも製品の質や組織の改善に向か

わせたりするわけではないということである。経営者が消費者の exit に鈍感であ

ったり、voice に耳を傾けたりしない場合、voice と exit は効果がない。 

 ペストフは voice 機能について検討し、よりよい質のサービスのためには、サ

ービス受給者の voice 機能の促進が必要であり、そのための技術の発展が重要で

あるとしてその方法について論じた。その方法は、サービス受給者が協働生産者

としてサービスの生産過程に参加し、さらにその中で集団的影響力と交渉力を持

つことだとする（ペストフ 2000：訳書 119-119）。 

 

協働するということは、行政サービスの生産性という観点からも重要だと考え

られている（辻山幸宣 1997：18）。高度な技術や高価な資源を用いてサービス

を提供しても、それが受け手の満足を得られるものでなければサービスの生産性

は低いとされる。サービスの質が低い、とも言い換えることができるだろう。 
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例えば、行政職員が知恵を絞り予算を獲得して公園を造成しても、それが利用

者である地域住民の想いと違っていれば、公園は無用の空間となる。つまり住民

の満足は得られず、サービスの生産性、質は低くなる。協働して政策や計画を考

えていくことにより高い満足度が得られ、その結果サービスの生産性、質も高く

なるのである。 

市の高齢者福祉政策と住民との関係に置き換えれば、政策決定過程に参画して

いくことで、高齢者の意向を反映した政策が作られ、生産性、質の高いサービス

が提供されることになる。このことから、よりよい福祉政策やサービスを得るた

めには政策決定過程への住民参画が重要であることがわかる。 

 

8.2 高齢住民委員会と voice、影響力 

高齢住民委員会は、高齢者政策問題に関して市議会に助言をし、高齢者に関わ

る地域政策問題に関して、住民の意見を市議会に伝える委員会である。このよう

に考えると、高齢住民委員会は政策・サービス受給者である住民の声を代表する

voice 機能をもった委員会であり、voice 機能を持った高齢住民委員会が、政策決

定過程に参画していくことが必要だと考えることができる。 

ロスキレ市の事例調査では、高齢住民委員会が歴史的に徐々に voice 機能を強

め、政策決定過程へ参画し、影響力、発言力を持つようになってきたことが分か

った。 

 

その要因はいくつか考えられる。その要因を分析し、住民参画の条件を考察す

る。 

第 1 は、市議会へ意見聴取の義務を課すなど、高齢住民委員会の政策決定過程

への参画が法的に保障されたことである。法制化以前も、高齢者に関わることは

高齢住民委員会に意見聴取をしなければいけないとあった。しかし、緊急時には

行わなくてもいいという規定があったり、市議会の手続きの中で忘れられたりす

ることもあった。しかし法制化後はそれが少なくなり、たとえ市議会が忘れてい

たとしても、高齢者住宅の例にあったように、意見聴取をしなければいけないと

言えるようになったのである。 

第 2 は、市議会へ高齢者政策問題に関して問題提起をする権利が法律で定めら

れたことである。 

第 3 は、意見聴取以外にも、ワーキンググループやサポートグループに参加す

るなどの形で、早い段階での政策決定過程への参画が図られてきたことである。

住宅など、一度建設してしまうと後から変更することが難しいものも多い。計画

段階から政策過程に参加することにより、より効果的に voice 機能を行使出来る
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ようになったと考える。 

このように、参画を権利として保障することによって、高齢住民委員会の側か

ら市議会への働きかけが容易になるとともに、政策過程、計画段階での意見聴取、

ワーキンググループなどへ参加することによる具体的な計画策定への参画など、

早い段階からの参画が保障されたことにより、高齢住民委員会の政策決定過程へ

の参画が促進されたといえる。 

 

 しかし、上記で見てきたように、政策決定過程に参加できても、意見がまった

く反映されず、その場に居るだけの役割しかなければ、影響力は及ぼせないし、

本当の参画とは言えない。 

 そこで次に、ロスキレ市の高齢住民委員会が発言力、影響力を上げてきた要因

を考察する。 

 

第 1 は、直接選挙を導入したことである。7 章でも述べたが、このことにより

市議会が高齢住民委員会の意見を慎重に受け止めるようになると共に、委員会の

声を無視できなくなった。 

また、行政が設置するワーキンググループやサポートグループに高齢住民委員

会の代表が参加しているが、高齢者の代表としてグループへ参加するという正当

性も確保されていると考える。 

 

第 2 は、高齢住民委員会自身が委員会の会議の中で議論を行いやすい環境を作

ってきたことである。例えば 1986 年以降介護職員が、1993 年以降は市議会議員

が高齢住民委員会の委員から抜けたが、このことによって、高齢者代表は意見が

言いやすくなり、委員会内での議論が活発になった。そして市議会との議論にお

いてもよりよい提案、議論が出来るようになった。Petersen 氏は、高齢住民委員

会が上手く機能するためには、委員会内の協働、委員会の委員同士がお互いを好

きであること、お互いを尊重し合うこと、高齢者のための共通の目的を持ち、共

に働くことが必要だという。 

 

第 3 は、高齢住民委員会と市議会との会議や意見聴取の際に、あらかじめ資料

が配付されるようになったこと、説明、回答共に口頭と書面で行われることにな

ったことである。高齢住民委員会担当職員の Skovbjerg 氏も、対話で最も重要な

ことは、市議会と行政が、高齢者に関わる問題について、高齢住民委員会にオー

プンであることだという。 

前もって資料が配られるようになり、高齢住民委員会は、あらかじめ問題につ
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いての情報を得、前もって委員会内で議論したり、問題に対しての理解を深めた

りすることが出来るようになった。その結果、市議会に対しても対等に議論が出

来るようになった。また、回答が書面で行われるようになり、市議会も、適当な

口約束が出来なくなった。 

 

第 4 は、高齢住民委員会と政治家との距離が縮まってきたことである。上記で

見てきたように、以前は、一般的に高齢者と政治家との距離は遠く、高齢者が政

治家に意見を言うことは難しかった58。また、高齢住民委員会の委員の中には、

労働市場に出たことのない人や、議論に不慣れな人も多かった。しかし、現在は

政治家との距離が縮まると共に、委員の中には元市議会議員や元々行政で高齢者

福祉分野に関わっていた人が委員になるようになった。もともと高齢者福祉の分

野に関わってきたということは、政策や高齢者分野に関する知識も豊富である。

これらのことから、市議会や行政と対等に議論が出来るようになった。 

これらのことは、形式的に心理的にも高齢住民委員会と市議会との対話の環境

を作ったといえる。 

 

このようにロスキレ市では、歴史的に高齢住民委員会の政策決定過程への参画

が図られ、特に法制化以降、参画は促進され、対話の環境が作られてきた。次に

必要なのはよりよい対話による協働である。 

Lyndsgaard 氏は対話の重要性を強調する。全国的に見れば、法制化以前から

協働がうまくいっていたところでは、法制化はあまり変化をもたらさなかったと

いう。そして、法制化前から高齢住民委員会が上手く機能していたところで重要

な役割を果たしていたのは、対話であったという。 

 「…高齢住民委員会は法的な権力を持っていません、そのため、よりよい対

話を得ることにより、より影響力を持つことになるのです。それゆえ対話は

非常に重要なものです。…高齢住民委員会の唯一の武器は対話です。」 

 

また、市議会だけでなく、行政との対話も重要だと主張する。なぜなら、政策

決定過程においては、市議会との対話もあるが行政との対話も多くあるからであ

る。そして、高齢住民委員会の委員長と、行政の担当職員がお互いをよいパート

ナーだと思っていることで協働は上手くいき、高齢住民委員会の影響力も大きく

なるという。 

７章でも述べたが、高齢住民委員会担当職員 Skovbjerg 氏も、高齢住民委員会

                                                   
58 Petersen 氏への聞き取り調査。2003 年 2 月 26 日。 

 Feld 氏への聞き取り調査。2002 年 7 月 15 日。 
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委員も、お互いを認め、尊重することが協働と対話には必要だという。また、高

齢住民委員会委員長は、協働を上手く進めるためには、苦情を言うばかりでなく、

時には市議会の決定や考え方を褒めることも大切だという。社会委員会委員長の

Wickmann 氏は、苦情ではなく建設的な対話が必要だという。高齢住民委員会が

問題解決のために建設的な対話をするようになり、両者の対話もより建設的に行

われるようになったという。 

以上のことから、よりよい対話と協働のために必要なことは、①お互いを尊重

すること、②相互理解に努めること、③対話において建設的な対話に努めること、

そして④対等な情報量を確保すること、であるということが導かれる。 

 

これらのいくつかは、ペストフが述べる、サービスの協働生産者として市民が

一層関与することを促進する方法とも類似する。ペストフ（2000：訳書 119）は

上述のように、voice 機能を推進する方法として、市民をサービスの協働生産者

として取り込むことが有効だとした。そしてその関与を推進するためには、サー

ビス受給者に採算過程そのものの中で、市民にいっそうの集団的影響力と交渉力

を持たせることが必要だと述べている。 

 ロスキレ市の事例にある、ワーキンググループなどへの参加、市議会の高齢住

民委員会への意見聴取の義務、高齢住民委員会の市議会へ問題提起を行う権利は、

政策決定過程への参加を保障したものであり、高齢住民委員会が政策策定の協働

生産者として参加できることを保障したものだといえる。 

 また、委員の選出に直接選挙を導入したことで高齢住民委員会は高齢者の代表

として認識されるようになり、市議会の高齢住民委員会への態度が変わった。住

民の直接選挙で選ばれたことにより、高齢住民委員会委員の住民代表としての正

統性がうまれ、集団的影響力が高められた結果だといえる。 

議会との会議や議会から意見聴取を受ける際に事前に情報が知らされるように

なったことや、政治家と委員会の委員との距離が縮まったことは、高齢住民委員

会の交渉力を高める要因となったといえる。 

  

ペストフもまた、協働していくにあたっての対話の重要性を述べている。「社会

サービスについては、生産者、消費者いずれの側も、良質のサービスとは何かに

ついては知らない。そのため、互いに対話を通じて良質のサービスへの相互理解

を図り、サービスを作り出していくことが必要である（ペストフ 2000：訳書

127）」。高齢住民委員会の場合に当てはめれば、よりよい高齢者政策とは何か、

住民は何を求めているのかを対話を通じて明らかにしていくことが必要である。 
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以上のことから、高齢住民委員会の高齢者政策決定過程へ影響力を持ち、その

参画が機能するようになった条件としては、①早い段階からの政策決定過程への

参画の保障したこと、②集団的影響力をもつために、委員選出の正当性を確保し

たこと、③交渉力を上げるための対等な情報量が確保されてきたこと、④②、③

によって心理的にも形式的にも対話の環境を整えてきたこと、そして⑤それぞれ

を尊重しながら建設的な対話を進めてきていること、の 5 点があげられる。 

 

8.3 高齢住民委員会に対する評価と意見 

分析・考察の始めで述べた、福祉サービスの質を高めよりよいサービスを提供

するために住民参画が必要だという見解に対しては一般住民や利用者は専門的な

見地からの適切な判断ができるとは限らないという批判や決定プロセスが長引く

という批判があった。 

デンマークでも多くの分野で利用者委員会が法制化され、政策決定過程への利

用者参画、住民参画が進んできたことに対し、行き過ぎではないかとの若干の疑

義も出されている。多くの分野で利用者委員会ができ、市議会はそれら全てに対

して意見聴取を行わなければならなくなったが、全ての声を聞くのは大変であり、

決断を下すのに長い時間がかかるというのである59。 

これに対するひとつの回答も調査の中には見いだされる。 

Lundsgaard 氏は、高齢住民委員会の側が会議に際して、案件について事前に

勉強してくることは必要だと指摘している。そしてそうでなければ、行政職員は

高齢住民委員会のことを、重要でないもの、単に時間を浪費するものと考えてし

まう60。それゆえ、高齢住民委員会が政策や高齢者の状況について勉強できるよ

うに、行政的にも支援していくことを課題としていた。Skovbjerg 氏は、協働の

ために、高齢住民委員会への情報提供を十分に行うことが必要だと述べている。

議会や行政としては、高齢住民委員会が案件や問題に対して適切な判断が下せる

ように、情報提供を行うと共に、高齢住民委員会としては、適切な判断が下せる

ように努めることが必要だということを示している。 

プロセスが長引くことは、しばしば起こる。これに対し Skovbjerg 氏は、高齢

住民委員会の存在がなければ決定は早く下せるかもしれないが、その代わり、そ

の決定が正しいものかどうかわからない、高齢住民委員会がはいると決定が出る

まで時間はかかるがその分良い決定が出るかもしれないという61。 

例えば、高齢者住宅の建設において、住宅の中身について検討するときに、高齢

                                                   
59 Wickmann 氏への聞き取り調査。2002 年 7 月 10 日。 
60 Lundsgaard 氏聞き取り調査。2002 年 10 月 3 日。 
61 Skovbjerg 氏聞き取り調査。2002 年 12 月 6 日。 
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住民委員会の意見を聞かずに設計し、建設を行えば、住宅の建設は、例えば 1、2

か月は早くなるだろう。ただ完成した住宅が、入居する高齢者の満足するものに

なるかどうかは分からない。もし満足がいかず、改築をすることになれば、更に

長い時間がかかる。プロセスが長引くことが必ずしも悪い結果をもたらすとは限

らないのである。  

また例えば、行政側の担当職員にとって、高齢住民委員会の全ての会議に出席す

ることは、時間がかかる。時間的な観点からのみみると、高齢住民委員会が、行

政の仕事上の効率を高めるとは言い難い。しかし一方で、高齢住民委員会からと

ても良いアイデアを受けることもあり、時間は有効に使われていると考えられて

いる62。 

 

8.4 デンマークの地方分権、ユーザー・デモクラシーの流れと高齢住民委員会 

高齢住民委員会の調査の中でさらに見えてきたことは、高齢住民委員会の歴史

的流れは、デンマークの地方分権やユーザー・デモクラシーの流れと結びついて

いたこと、デンマークの地方分権、住民参画に対する考え方である。 

高齢住民委員会は、その歴史の中で、役割や権限、市の高齢者福祉政策への参

画の度合いも変化してきたことがわかった。要約すると 1980 年代までは、高齢

者団体間の意見交換の場、高齢者と市議会とのコンタクトを形成することが主な

役割であった。1980 年代以降は、市議会に対する発言権や、提案権、意見聴取を

受ける権利も持つようになってきたが、これらの新しい権限を有するところは相

対的に少なかった。そして法制化以降、発言権や意見聴取を受ける権利が確保さ

れると共に、ワーキンググループなどで、政策や計画の段階から参画をするよう

になった。 

これを、2 章で見た参加の梯子に当てはめてみると、高齢住民委員会は発展過

程において、意見聴取だけからパートナーシップの段階へ徐々に階段を上ってき

たことが分かる。これはデンマークのユーザー・デモクラシーの発展段階にも同

じようなことがいえる。4 章で見たように、デンマークの地方分権の流れは、第

１、第 2、第 3 の分権とも、住民のより身近なところで、政策やサービスを決定

し供給できるようにとの考えのもとに行われてきた。そして一部では、高齢住民

委員会よりさらに上の段階である、権限委譲も行われてきた。 

市に多くの権限が移されたことにより、各市は多くのことについて、各市に根

ざした利益に基づいて決定を下さなければならなくなった。それゆえ、次第に地

域で、市の政策の形成や実行に関して助言などをする機関、利用者委員会が作ら

                                                   
62 Skovbjerg 氏聞き取り調査。2002 年 12 月 6 日。 
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れていった。同時に国は、法律を通して、市に多くの分野の助言機関の設立を課

していった（Bogason 2001:85）。政府としては、助言機関を設立することによ

って、各市に、高齢者などの一定の見方を、各市の政策決定の根拠として取り入

れさせるという意図もあった（Bogason 2001:83）。 

この助言機関として、4 章で見たように多くの分野で利用者委員会ができた。

高齢住民委員会もそのひとつである。Jespersen 元社会大臣は、高齢住民委員会

の法律の背景には、「高齢者ケアに関する取り決めは高齢者のニーズを出発点とし

なければならない、そして高齢者は自分たちの状況に影響力を持たなければなら

ないという、高齢者政策の目的に関係するもの」だという考え方があると述べて

いる。つまり法律を定めることによって、高齢者自身も自分たちの問題に自ら関

わりを持つように促すと同時に、高齢者や高齢住民委員会の市議会や市との協働

形態を作りやすくしたのである。 

 

高齢住民委員会は、法制化以前の設立過程では、高齢者だけでなく、議会や行

政からの要望もあり設立されてきたことが、5 章で明らかになったが、デンマー

ク全体としても、利用者や住民からだけでなく、国からも、住民や利用者の政策

決定過程への参画が進められてきたことが分かる。 

千葉忠夫（1997）は、デンマークにおける地方分権と福祉政策、住民との関係

に対する考え方を以下のように述べている。 

「住民は地域社会における自分の権利と義務を知ることが大切であり、住民

としての自覚を生み、ひいては社会における行政の見張り人の働きをすると

されている。デンマークにおいて福祉政策の地方分権が徹底しているという

ことは、行政の透明性、公開性と住民参加により当事者としての自覚がより

高いということを意味し、真の民主主義が実践されている証でもある。」 

住民自身の政策や地域への積極的な働きかけが求められていると共に、政策決

定過程への住民参画は、行政の運営に対しても積極的な意味をもつととらえられ

ていることがわかる。 

 

さらに、地方分権とユーザー・デモクラシーの流れから考えられることは、住

民の参画を図り、住民の意見に柔軟に対応できる行政システムの必要性である。

住民の意見やニーズを聞いても、それを柔軟に政策や計画に反映させていくこと

が出来なければ、住民参画は意味を持たない。いくら voice を使っても、サービ

ス供給者や組織の経営者がそれに耳を貸さなければ意味をなさないのと同じであ

る。 

デンマークでは市に多くの権限が移されたことにより、各市は多くのことにつ
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いて、決定を下さなければならなかった。そして決定を下す際に助言を求めるた

めに利用者委員会などの助言機関の設置が求められてきたわけだが、同時に、市

に権限がおろされてきたからこそ、住民の意見を政策や計画に反映したり、協働

して政策や計画をつくることができたともいえる。国が画一的に政策や計画を作

り、市がその政策や計画をそのまま実行するのであれば、住民が計画策定に参加

したり、住民の意見が反映されたりする余地は大幅に狭められてしまう。デンマ

ークの事例は政策決定過程への住民参画を進めるにあたっての地方行政への権限

の委譲、地方分権の視点の重要性を示している。 
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第9章 結び 

 以上、デンマークの高齢住民委員会の調査を通して、政策決定過程への住民参

画が機能するための条件、参画し、よりよい協働を作り出していくための条件を

導き出すことが出来た。また、高齢者福祉分野における住民参画の重要性が明ら

かになった。以下、これらを簡単にまとめる。 

まず、高齢者福祉サービスは、対人サービスや継続的サービスが主であるとい

う特殊性から、その質の改善のためには、発言し提案していくことが必要であり、

さらに協働してサービスを作り上げることが必要だということが exit・voice の

考え方を用いて鮮明になった。このことを市の政策という観点に置き換えると、

社会福祉政策における住民参画が重要であることが導かれた。 

また、住民は、政策決定過程に参画し、その参画が影響力を持っていると感じ

るほど、再び参画に向かうということを、ロイヤルティの理論とロスキレの事例

から考察できた。しかし同時に、政策決定過程に参画しても、その影響力があま

りないと判断すれば、住民は、参画に消極的になるのではないかということもロ

スキレ市の事例は示している。 

ロスキレ市の高齢住民委員会の事例調査からは、住民参画を進める条件が明ら

かになった。その条件とは、①早い段階からの政策決定過程への参画を保障する

こと、②委員選出の正当性を確保すること、③交渉力を上げるための対等な情報

量を確保すること、④②、③などによって心理的にも形式的にも議論や対話の環

境を整えること、そして⑤それぞれを尊重しながら建設的な対話を進めることの

5 点である。 

 

ロスキレ市では、計画段階で高齢住民委員会に意見聴取をすることや、委員会

がワーキンググループなどへも参加できるようにすることによって、政策形成の

早い段階からの参画が保障されてきた。早い段階で参画できるほど、住民の影響

力は高まる。  

住民を代表する委員会の発言力、影響力は、委員選出の正当性が担保されてい

るほど強くなる。委員選出の正当性は委員会の集団的影響力を増すからである。 

住民への十分な情報提供は、住民が問題について適切な判断を下せる材料とな

ると共に、議会や行政と対等に議論するために必要なものである。 

高齢者分野への知識が少ない委員への教育支援も必要である。これらは、対話

の環境作りにも結びつく。住民自身が、対等に議論や対話ができるように、問題

に対する知識を深めておく必要もある。 

参画の条件が整えば、次に大切になるのは、よりよい協働によって、よりよい

政策やサービスを作り出していくことである。そのために必要なことは、住民、
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市議会、行政が共に、お互いを尊重し、相互理解を図りながら対話を進めていく

ことだとわかった。住民側としては、苦情を言うばかりでなく、建設的な提案を

していくことも目的を達成するために有効である。 

以上が、ロスキレ市やデンマーク全体の高齢住民委員会の調査から明らかにな

った住民参画が機能する条件である。 

 

本稿では、住民参画が機能する条件を明確にすることができたが、それととも

に、高齢住民委員会はデンマークの地方分権の流れとも密接に関係があること、

住民により身近なところで政策やサービス供給の決定を行うという考えのもとに

地方分権が行われ、政策やサービスの決定過程への住民の参画が図られてきたこ

とも明らかになった。権限や財政的な分権が行われることによって、住民の意見

やニーズに柔軟に応えられる体制がつくられてきたともいえる。 

4 章で述べたように、デンマークでは、住民は現在の民主的な政策決定や行政

に対して高い評価を与えるとともに、これまでになく積極的に参画しているとの

調査報告があった。これは、住民が政策やサービスの決定過程に参画できる仕組

みがあると共に、行政が住民の意見に合わせて柔軟な対応をとれることが住民の

満足度の高いものにしている要因だと考えられる。 

また、政策決定過程への住民参画は、行政の運営の見張りをする役割にもなる

と考えられていることも分かった。 

これまでに述べたように、本研究では、住民参画が機能する条件を探ることが

出来た。同時に、デンマークの地方分権、ユーザー・デモクラシーについても明

らかにすることができたことはひとつの成果だと考える。これまで、デンマーク

は、高福祉の国として知られてきた。地方分権が進んできた国としても紹介され

てきた。しかし、市へ多くの権限が委譲されている、という以上の、つまり、市

の中でさらに分権が行われ、そこに利用者や住民の声を反映させる仕組みが作ら

れてきたことはあまり知られてこなかったからである。 

 



 

 68 

第10章 おわりに 

筆者は、5 年前に初めてデンマークに留学し、現地の福祉水準の高さに圧倒さ

れた。そしてそれはなぜなしえたのだろうと考えるようになった。 

そのときに気づいたのが、留学中に訪れた、市内の各地区にあるローカルセン

ターや、介護付き住宅、高齢者のためのアクティビティーセンターなどには、ほ

とんどの場合その地域の高齢者、居住者、利用者などによって組織される委員会

があり、利用者や住民の声をセンターの運営などに反映さているということだっ

た。各市には高齢住民委員会という委員会があることも知った。そして、高齢住

民委員会を研究することにより、この委員会だけでなく、デンマークにおける民

主主義のあり方、デンマークが高福祉国になった背景、高齢者福祉政策のあり方

などが見えてくるのではないかと考え、大学院では高齢住民委員会について研究

しようと考えた。 

地方分権の考え方や、政策決定過程において、住民や利用者の参画を徹底して

追求する姿勢とその理念は、デンマークが高福祉と言われる社会を築いてきた背

景にあったといえるのではないだろうか。 

また、できる限り住民に身近なところで政策やサービスの決定が行われると共

に、それらの決定過程への住民参画を徹底して追求する姿勢とその理念の構築に

ついても、私たちが参考にできる点は極めて多い。 

 

冒頭で述べたように、日本でも住民参画の試みが始まっているが、かけ声だけ

でなく、実体の伴った参画をいかに進めていくかは大きな課題である。高齢住民

委員会などデンマークの方式を、そのまま日本の市町村に導入することはできな

いだろう。しかし、研究から導き出された参画を進める条件や、協働を進めてい

く条件は、日本の住民参画にも十分応用可能だと考える。 

法制化以前にも対話が上手くいっていたところでは、高齢住民委員会と市議会

や行政との協働は上手くいっていたと Lundsgaard 氏が指摘したように、住民が

政策決定過程に参画するためには、法制化が必ずしも必要だというわけではない。

法律に明記されていないからといって、住民参画をすすめてはいけないという訳

ではないのだ。しかし、ロスキレ市の例に見られたように、法律などによる制度

化は、さらなる協働をすすめる後押しとなることも、今回の調査から見えてきた

ことである。住民参画の制度化を考えるにあたってデンマークの取り組みは一助

となるのではないかと考える。 

 

また、住民自らが地域や自らの問題について考えていく姿勢も学ぶべきところ

だと考える。2002 年、今回のテーマを研究するために 2 度目のデンマーク留学



 

 69 

中、高齢者政策などを学ぶために全国の高齢住民委員会の委員が集まる集会があ

り、参加する機会を得た。2 泊 3 日で行われたその集会には多くの市から高齢住

民委員会委員が出席し、高齢政策問題に関する講習会や討論会が行われていた。

筆者はそこで、出席していた高齢住民委員会委員の、高齢者政策問題に対して積

極的に議論し、現在各自が抱える問題に対しても積極的に解決策を探っている姿

に圧倒された。 

上記でみたように、住民が身近な政策問題に積極的に関わり行政と協働して政

策や計画を作っていくことは、行政の透明化、健全な運営にも繋がり、より住み

よい地域づくりに繋がる。住民参画の制度作りと共に、住民自らが身近な政策問

題に関心を持ち積極的に関わっていく姿勢も必要である。 

現在デンマークでは、一歩、二歩進んださらなる住民参画、利用者参画の議論

もおこなわれている。今後もデンマークの住民参画、ユーザー・デモクラシーの

取り組みに注目していきたい。 
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別冊 1 高齢住民委員会の法律のガイドライン 

Socialministeriet 1998 Vejledning om Sociale tilbud til ældre m.fl.

 Socialministeriet 

ガイドライン 59 号 1998 年 3 月 6 日 

2章 高齢住民委員会 

2章 1節 高齢住民委員会の機能 

1. 目的  

高齢住民委員会は、当該市に住む高齢者の参加（発言権）と共同責任とを高

めるのに寄与しなければならない。 

 

高齢住民委員会は、高齢者と市議会との間の対話と協働が拡大するように努

めなければならない。高齢者は、議論をしたり、市の高齢者政策の中身と立

案形成について理解したりする機会を得なければならない。 

     

2. 意見聴取の義務 

高齢住民委員会は、高齢者政策に関する質問に関して、市議会に助言をしな

ければならない。市議会は、それゆえ、高齢者に関する全ての提案に関して、

高齢住民委員会に意見聴取を行う義務がある。 

 

高齢住民委員会の助言機能が確かな意味を持つことを確保するために、高齢

住民委員会は、市議会が最終的に結論を出すまでに十分時間のある間に、意

見聴取を受けなければならない。関連のある協議事項は高齢住民委員会に送

られなければならない。 

 

権利保障に関する法律の 30 条 2 項によれば、高齢住民委員会に意見聴取を行

わなければならないのは、市議会と、市議会が委託したところである。例え

ば国民啓蒙委員会のような、法律（国民啓蒙法律３２条）によって、決定的

な確実な決定力を持っている委員会は、30 条 2 項に従って高齢住民委員会の

意見を聞く義務はない。しかし高齢者に関係する問題に関しては、（意見聴取

を）実施しなければならない。 

 

3. 高齢住民委員会に関わる問題 

高齢住民委員会は虚弱な高齢者に関わる問題に従事するだけでなく、60 歳以

上の高齢者に対して意味を持つ全ての問題－例えば交通、住宅環境、健康、

環境、文化など－に従事しなければならない。 
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高齢者は、広い意味での高齢者政策と全体的な性質を持つ問題、そして高齢

者の毎日に意味を持つ問題の両方に影響を持たなければならない。高齢住民

委員会は、年間予算、高齢者向け住居の建設プラン、高齢者向けアクティビ

ティーを行う計画、市議会の目標、そして高齢者分野のサービスインフォメ

ーションなどについて意見聴取を受けなければならない。 

 

高齢住民委員会は、具体的な個人の問題や、具体的な職員の問題に従事して

はならない。 

 

4. 苦情委員会 

高齢住民委員会は、権利保障に関する法律 35 条 1 項に従い、委員会の委員か

ら 3 人を苦情委員会へ指名しなければならない。苦情委員会の委員長は、権

利保障に関する法律 35 条 4 項によれば、高齢住民委員会の代表の中から選ば

れる。 

 

2章 2節 高齢住民委員会の設立 

5. 複数の高齢住民委員会 

市議会は、高齢住民委員会が設立されるよう留意しなければならない。市議

会は、例えば市の大きさの理由等から、地域的に必要だと見積もられたら、

複数の高齢住民委員会を設立することを決定することができる。もし市内に

複数の高齢住民委員会が設立されれば、すべての高齢住民委員会は市議会と

の関係において平等である。 

 

6. 協働機関など 

必要であれば、各高齢住民委員会からの委員からなる中央協働機関を設立す

ることができる。ヒアリングは全て直接選挙で選ばれた高齢住民委員会に送

られなければならない。それゆえ、市議会の意見聴取を行う義務は、このよ

うな協働機関への意見聴取には当てはまらない。この中央協働機関は苦情委

員会への委員を指名することもできない。高齢住民委員会は、様々な分野に

従事する複数の下部グループに分かれることができる。しかしまた、このよ

うな状況においても、市議会に対する権限は、高齢住民委員会全体のもとに

ある。 
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7. 直接選挙 

高齢住民委員会の委員は直接選挙で選ばれなければならない。高齢住民委員

会は、他の方法で設立されてはならない。直接選挙への要求は、特定の利益

団体などを代表する人に、前もって高齢住民委員会の席を「確保する」こと

を妨げる。 

  

市議会と高齢住民委員会は、市議会の選挙の際に使われる、地区割りに従う

ことを決定することができる、もし地域に適しているとわかれば、様々な地

区、例えば島、から高齢住民委員会の代表が選出されることを保障するよう

にガイドラインを定めることができる。地域的な広がりによって代表者を考

慮する場合、各利益団体や協会の代表を考慮に入れるという要請のためであ

ってはならない。 

 

市議会は、高齢住民委員会の選挙が行われることに責任を持ち、高齢住民委

員会と協働して選挙の開催についての規則を定めるものとする。たとえ選挙

の結果が前もってわかっていたとしても、選挙は行われなければならない。 

 

8. 人のサイクル 

当該市に定住し選挙の日に 60 歳以上である全ての人は、選挙に参加し、高齢

住民委員会に選ばれることができる。投票用紙は市議会選挙や国会議員選挙

のように、同時にもしくは代わりに団体に投票することが可能であってはな

らない。 

 

9. 早期年金受給者 

市議会は、高齢住民委員会との協議の後、市に定住し、社会年金を受給し、

60 歳未満の者も、委員会への選挙権と被選挙権を得ることを決定することが

できる。 

 

10. 構成 

高齢住民委員会は、最低５人の委員から構成されなければならない。仕事に

おける最大限の継続性を確保するために、同数の代理人が選ばれなければな

らない。 

 

11. 代理人 

代理人は、単に委員が一度、もしくは複数回高齢住民委員会の会議に参加し
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なかったという理由で委員に就任してはいけない。もし、委員が、例えば他

の市への転出で高齢住民委員会を辞任したときに限り、代理は委員に就任す

る。各代理人が、決まった高齢住民委員会の委員に個人的につながりを有し

ている必要はない。 

 

12. 選挙に関する手続き 

選挙は少なくとも 4 年に一度行わなければならない。市議会は、来るべき選

挙について情報を流さなければならない。中立と考えられる情報は、高齢住

民委員会との協働で行われなければならない。 

 

13.  

市議会と高齢住民委員会は協働して、どれくらい頻繁に（少なくとも 4 年に

一度）、いつ、どのように投票が、完全に上手く行われるようにするかについ

て、決定しなければならない。 

 

例えば投票は、高齢者が地方紙などによって招集された集会で行われること、

投票用紙が投票権のある高齢者に送られなければならないということ、投票

は 1 日、もしくは数日にわたって行われなければならない、投票は郵送でお

こなわれなければならない、そして／もしくは選挙に立候補することに関し

て、支持者が必要であるということなどが決められる。 

 

投票自体は必要であれば、市議会選挙と関連して行われることもある。必要

であればそこで使われている地区割りが適応される。 

もし投票が市議会と一緒に行われるならば、高齢住民委員会の投票は、市議

会選挙とは別の部屋で行われなければならない。そこには市議会選挙投票所

とは別の入り口がなければならない。投票はそれに加えて、それが市議会選

挙の有権者の入り口を乱したり、その他この選挙の遂行を乱してはならない。 

 

14. 規約と運営規則 

市議会は、高齢住民委員会と協働して委員会の規約を制定する。規約は例え

ば全体的な（政治的）目的や高齢住民委員会の仕事、高齢住民委員会の権限、

規約の変更、規約の施行などについての決定を含む。それに加えて高齢住民

委員会は独立していることを前提とする。高齢住民委員会は、自ら運営規則

を定め、できるだけ広い範囲で自らの仕事を組織する。 
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15. 活動的な高齢住民委員会 

それに加えて、高齢住民委員会自身は、一方では高齢者の状況について、ア

イデアや提案を出し、一方では市議会と高齢住民委員会が共に、高齢住民委

員会が従事すると決定した分野の中で、疑問点をあげたり、考え方を示した

りすることにより、市議会との協働に、積極的に従事することを前提とする。 

 

2章 3節 地域の状況 

16. 少数の要望 

高齢住民委員会に関する決定にはそれ自身に、仕事や協働などに関して「少

数のルール」がある。高齢住民委員会と市議会は協働で、委員会の仕事のよ

り詳しい状況について定め、高齢住民委員会が、権利保障に関する法律 30-33

条で要求されているよりも広い範囲で影響を及ぼすことが出来るように、地

域の状況に応じて協働を調節することが出来る。 

 

市議会は、高齢住民委員会を、任意団体と提携することに使うことも出来る。

これは、高齢住民委員会が、これまで任意団体が行ってきた仕事を引き継ぐ

ということではない。 

 

市議会は行政に関わる仕事を高齢住民委員会に委譲してはならない。公平な

助言機能を保つために高齢住民委員会は、サービス法の 65 条に基づくアクテ

ィビティーの運営責任を負ってはならない。 

 

2章 4節 市の高齢者とのコンタクト 

17. 市内の高齢者 

高齢住民委員会は出来るだけ広い範囲で全ての高齢者の利益と意見を把握し、

高齢者の立場に立って意見を述べなければいけないということは、委員会が

市内の高齢者、そして住民委員会などと密接なコンタクトを設立し、維持す

る事にとても大きな意味を持つ。 

 

市の高齢者との良い関係は、高齢住民委員会にインスピレーションを与え、

委員会と市議会との対話が、広くバリエーションに飛んだものになる事に寄

与する。 

 

さらに、高齢住民委員会が市の高齢者の多くから支援されれば、高齢住民委

員会の見解はより大きな重みを持つ。市の高齢者とのコンタクトや、高齢住
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民委員会を地域社会の中で目に見えるようにすることは、例えば、高齢住民

委員会の活動や考え、提案などを情報提供できるローカル紙-ラジオ-テレビを

通して確保出来る。 

 

年金受給者協会との協働、集会、そして、市の高齢者が委員会と話が出来る

決まった電話時間は同じように、高齢住民委員会の存在を目に見えるように

することに寄与する。 

 

2章 5節 一般的な規則 

18. 高齢住民委員会の委員 

高齢住民委員会の委員は任意であり、無給である。それゆえ公務の任務につ

いては関わらない。 

 

19. 支出と事務局補助 

高齢住民委員会の仕事に対する支出は市議会によって支払われる、市議会は

また、部屋（事務所）、そしてもし委員会が望めば、自由に使える事務局を供

給する。地域の状況に応じて、高齢住民委員会がどの支出をまかなわれるか

を決定するのは市議会である。 

 

20. 行政法 

高齢住民委員会は、行政法（forvaltningsloven）と行政記録へのアクセスに

関する法律（offentlighedsloven）に含まれる。それは同時に独立した行政当

局である。行政法 28 条 6 項参照。委員会は守秘義務を持っており、情報伝達

に関しては、行政法 28 条に含まれる。社会省の社会行政領域における権利保

障および行政管理に関するガイドライン 4 章、法務省の「行政法のガイドラ

イン」参照。 
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別冊 2 ロスキレ市における高齢住民委員会の規約 

 

1. 目的 

高齢住民委員会は高齢者政策における問題について市議会に助言をし、市の

高齢者政策の取り決めに関して住民と市議会との間の連絡組織として機能す

る。 

 

2. 仕事 

高齢住民委員会は市の高齢者政策の形成において助言をし、高齢者に関する

すべての提案について高齢住民委員会は意見聴取をされなければならない。 

 

委員会は住民に対して市の高齢者政策に関する事と様々なサービス、そして

高齢住民委員会に関する情報を提供するようにしなければならない。 

 

委員会は高齢者の願いや要望を、特に地域の利用者委員会や市内の他の高齢

者団体との協働を通して知っているようにしなければならない。 

 

委員会は、市によって特徴づけられている財政的な枠組みの中において、高

齢者分野への財源の優先事項に関して、市に助言をしなければならない。 

 

委員会は高齢者分野の中における問題に関する提案をしなければならない。 

 

高齢住民委員会は、責任のある編集者である高齢者アドバイザーと共に、

Pensionist Nyt63を編集する編集グループを設立しなければならない。 

 

3. 構成と選挙 

高齢住民委員会は９人の委員からなる。 

各委員には代理人が選ばれる。 

 

市に定住していて 60 歳以上の人は高齢住民委員会への選挙権、被選挙権を

もつ。 

 

市議会の活動期間に従う選挙は 4 年ごとに行われる。 

                                                   
63 Pensionist Nyt とは、高齢住民委員会が高齢住民委員会担当職員と共に年 4

回市内の高齢者向けに発行する情報誌である。 
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選挙は市議会選挙に関連して行われる。 

 

選挙の手続きは高齢住民委員会との協働で市によって作られた規則に従う。 

 

4. 組織編成 

組織編成は４年ごとに選挙の後直ちに行われる。 

 

委員会は自身で委員長、副委員長、秘書、会計を自分たちのメンバーから選

出する。 

 

委員会は自身で手続き議事手続きの規則を制定する。 

 

委員会は、高齢住民委員会が従事する、例えば苦情委員会、Pensionist Nyt

そして県高齢住民委員会などの責任のあるポジションに就く人を選ぶ。 

 

5. 運営形態 

委員会の決定は、出席者の一般的な多数決によって行われる。議決に要する

定足数は５人である。 

 

委員会は要望によって会議がもたれるが、最低年に６回行われる。 

 

ロスキレ市の高齢者アドバイザーは要請によって決定権なしで委員会の会議

に出席する。 

 

委員会は高齢者を会議に呼ぶことが出来る。 

 

委員会の立場で行政当局と取り決めをしたり、記者団に話しをしたりするの

は委員長－不在の時は副委員長－である。 

 

委員会は各個人に関わる問題を扱うことは出来ない。 

 

委員会は特別な仕事に関するワーキンググループを設置することが出来る。 

 

6. 社会委員会と他の委員会との協働 

社会委員会は、少なくとも年に 2 回、高齢住民委員会との共同会議を開かね
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ばならない。そのうちのひとつの会議は、翌年の予算の最終決定が行われる

前に行わなければならない。市に住む高齢者に影響を及ぼす全ての事柄は、

社会委員会が資料を議論する前に高齢住民委員会への意見聴取が行われなけ

ればならない。 

 

高齢住民委員会は、任意（ボランティア）のケア活動に対する会計を、申請

されたものの中から、予算をどのように配分するかについて薦めることが出

来る。 

 

高齢住民委員会は、社会委員会との会議に加えて、高齢者の状況に関する具

体的な問題に関する他の委員会に、市議会がそう言った問題についての最終

決定をする前にインタビューをすることが出来る。 

 

7. 行政とコミュニケーション 

高齢住民委員会の会議からの議事日程と報告書は、一般に公開されなければ

ならない。 

 

高齢住民委員会が選ぶ秘書は、委員長と協働して、さらに秘書・助言援助を

を提供する高齢者アドバイザーを通して、社会委員会に送られる議事日程と

会議報告書を作成しなければならない、 

 

8. 財政状況 

委員会は年に一度高齢住民委員会の仕事に関する支出をカバーするための支

払いを受ける。 

高齢住民委員会は予算に対する準備をし、次年度の最初の３ヶ月における予

算の計算書を作る。 

 

9. 規約の変更 

高齢住民委員会はロスキレ市議会に認証される規約の変更を提案する準備を

する。 

規約は市議会で採択された後に効力を発揮する。 

採択に関する論点は社会委員会によって決定される。 

 

ロスキレ市議会による採択 

1998 年 5 月 5 日 



 

 81 
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別冊 3 ロスキレ市高齢住民委員会担当職員 Skovbjerg 氏に対する質問 ①     

2002 年 6 月 11 日 

1. 高齢住民委員会と市議会、行政、行政職員の間の協働関係について 

① 高齢住民委員会に関する市の業務 

② 高齢住民委員会の活動を援助するために行っていること 

③ 意見聴取について  

   －行われる時期・頻度（誰がどのように決定するのか） 

   －責任者は誰か         

   －行われ方（参加者、形態、公開か否かなど） 

④ ロスキレ市の高齢者政策における現在の課題 

⑤ 高齢住民委員会の選挙について 

実施のされ方 

投票率 
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別冊 4 ロスキレ市高齢住民委員会担当職員 Skovbjerg 氏に対する質問 ② 

2002 年 12 月 6 日    

1. 高齢住民委員会と高齢者政策について 

① 高齢住民委員会は市の高齢者政策にどのように影響を与えているか 

② 高齢住民委員会は市内の高齢者の高齢者政策に対する影響力を高めてい

るか 

 

2. 高齢住民委員会は市や行政職員にとってどういう意味を持っているか 

① 高齢住民委員会が市に設置されていることは、行政にとって効率的かど

うか 

（高齢住民委員会は行政の効率を上げているか） 

② 高齢住民委員会が市に設置されていることの長所と短所 

③ 高齢住民委員会はなぜ重要か 

 

3. 高齢住民委員会が自らの役割を果たし、行政や市議会とよい協働関係を    

築くために重要な要素 

 

4. 高齢住民委員会からの提案・助言内容について 

－受け入れられた提案・助言 

－受け入れられなかった提案・助言→なぜか 
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別冊 5 市議会議員に対しての質問 

2002 年 6 月 13 日、28 日 

   7 月 10 日 

1. 高齢住民委員会と市議会、行政、行政職員の間の協働関係 

① 高齢住民委員会への意見聴取義務と、高齢住民委員会との会議 

－会議の開催は誰が決定するのか 

－高齢住民委員会からの提案・助言のうち受け入れられたもの 

－高齢住民委員会からの提案・助言のうち受け入れられなかったもの 

→なぜか 

② 高齢住民委員会の法制化と、高齢住民委員会との協働に満足しているか 

③ 高齢住民委員会とりまく現在の課題 

 

2. なぜ高齢住民委員会は法制化される必要があったのか 

① ロスキレ市の高齢住民委員会の設立経緯 

② 法制化が議論されたときに議会で出た意見 

③ 法制化の意義 

④ 法制化の長所と短所 

 

3. 議会にとって法制化の前後で変化したこと 

① 高齢住民委員会との関係、協働関係  

－法制化前  

－法制化後  

② 高齢住民委員会の高齢者政策への影響力 

－法制化前  

－法制化後  

③ 市議会、社会委員会、政治家にとって高齢住民委員会はどのような存在

か 

－法制化前  

－法制化後  

 

4. その他 

① ロスキレ市における福祉政策全体の変化、現在の政策、課題 

② 高齢住民委員会以外の市民参加の制度 

③ 住民との対話  
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別冊 6 ロスキレ市高齢住民委員会委員に対する質問 

2002 年 6 月 28 日 

1. 高齢住民委員会にとって法制化の前後で変化したことについて 

① 高齢住民委員会と行政との協働関係  

－法制化前  

－法制化後  

② 高齢住民委員会と市議会社会委員会との協働関係  

－法制化前  

－法制化後  

③ 高齢住民委員会は高齢者政策にどのように影響を与えているか 

－法制化前  

－法制化後  

④ 市にとって高齢住民委員会はどういう意味を持っているか 

－法制化前  

－法制化後  

 

2. 現在の高齢住民委員会について 

① 意見聴取について  

－意見聴取をすることについては誰が責任を負っているのか 

－意見聴取の行われ方（参加者、形態、公開か否かなど） 

② 高齢住民委員会の提案・助言内容について 

現在議論されていることについて 

－受け入れられた提案・助言 

－受け入れられなかった提案・助言→なぜか 

③ ロスキレ市の高齢者政策における現在の課題 

④ 高齢住民委員会内の協働について 

⑤ 他の団体・県高齢住民委員会との協働について 

⑥ 市内の高齢者や高齢者団体との関わりについて 

－市内の高齢者（介護サービスなどを受けていない高齢者） 

－虚弱な高齢者（介護サービスを必要し、特に 1 人では外出したりす

ることができない高齢者） 

－高齢者団体  

⑦ 講習会などの開催について 
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別冊 7 高齢住民委員会委員 K.Feld 氏に対する質問  

2002 年 7 月 15 日 

1. ロスキレ市で高齢住民委員会が設立された背景 

 

2. 高齢住民委員会にとって法制化の前後で変化したこと 

① 市議会、政治家との関係、協働関係  

－法制化前  

－法制化後  

② 行政、行政職員との関係、協働関係  

－法制化前  

－法制化後  

③ 高齢住民委員会の高齢者政策への影響力 

－法制化前  

－法制化後  

④ 市議会、社会委員会、政治家にとって高齢住民委員会はどのような存在

か 

－法制化前  

－法制化後  

 

3. 現在の高齢住民委員会について 

① 高齢住民委員会の提案・助言内容について 

現在議論されていることについて 

－受け入れられた提案・助言 

－受け入れられなかった提案・助言→なぜか 

② ロスキレ市の高齢者政策における現在の課題 

③ 市内の高齢者や高齢者団体との関わりについて 

④ 講習会などの開催について 
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別冊 8 元高齢住民委員会委員 E. Petersen 氏に対する質問 

2003 年 2 月 26 日 

1. ロスキレ市の高齢住民委員会の歴史 

 

2. 高齢住民委員会にとって法制化の前後で変化したこと 

① 高齢住民委員会と行政との協働関係  

－法制化前  

－法制化後  

② 高齢住民委員会と市議会社会委員会との協働関係  

－法制化前  

－法制化後  

 

3. 高齢住民委員会の影響力 

① 高齢住民委員会はロスキレ市の高齢者政策やサービスの質に対する影響

力 

－法制化前  

－法制化後  

② 高齢住民委員会の政策決定過程への参加の仕方 

③ 高齢住民委員会が市の提案や決定を変更することになった例 

④ 高齢住民委員会が上手く機能する条件  
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別冊 9 高齢住民委員会委員長Ｂ. Lysgaard 氏に対する質問  

2003年 3月 6日 

 

1. 高齢住民委員会と行政、市議会との協働 

① 高齢住民委員会と行政との協働 

② 高齢住民委員会と市議会との協働 

 

2. 高齢住民委員会の影響力 

① 高齢住民委員会は市の高齢者政策やサービスの質の向上に影響を与えて

いるか 

② 高齢住民委員会は影響力を高めてきたか 

→高めてきたとすればその要素 

③ 市に高齢住民委員会が存在する意義 
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別冊 10 高齢住民委員会全国連盟事務局 M. Lundsgaard 氏に対する質問 

2002 年 10 月 3 日 

 

1. 高齢住民委員会について 

① 高齢住民委員会存在意義 

② 高齢住民委員会が自らの役割を果たし、行政や市議会とよい協働関係を

築くために重要な要素 

 

2. 法制化について 

① 法制化が議論されたときに行政内で出た意見 

② 法制化前に問題となっていたこと 

③ 法制化の長所、短所 

④ 高齢住民委員会と行政、市議会との関係で法制化の前後で変化したこと 

⑤ 法制化以前から高齢住民委員会を設置していた市とそうでない市では、

法制化後行政と市議会に対する違いがあったかどうか 

⑥ 法制化前後の高齢住民委員会の市の高齢者政策への影響力の違い 
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別冊 11 ネストヴェズ市市議会議員、元社会大臣 B.R. Andersen 氏に対する質問 

2003年 2月 27日 

1. 高齢住民委員会について 

① 市に対する高齢住民委員会の意義 

② 高齢住民委員会委員を辞めて市議会議員になった理由 

 

2. 高齢住民委員会と市議会、行政との協働に関して 

① 市議会との協働関係  

－法制化前  

－法制化後  

② 行政との協働関係  

－法制化前  

－法制化後  

 

3. 高齢住民委員会の影響力について 

① 高齢住民委員会は市の高齢者政策やサービスの質の向上に影響を与えて

いるか 

－法制化前  

－法制化後  

② 高齢住民委員会はどのように高齢者政策に影響を与えているか 

（どのように政策決定過程に参画しているか） 

③ 高齢住民委員会が市議会の提案や決定の変更に影響を与えた事例 

 

4. 高齢住民委員会が自らの役割を果たし、行政や市議会とよい協働関係を築く

ために重要な要素 

 

5. 法制化に対する意見 
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